
荻
生
徂
徠
著
『
楽
律

』
訳
注
稿
（
二
）

山
寺

小
野
）美
紀
子

凡

例

補
遺
）

「
荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
一
）」（『
國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
三
〇
巻
、
二
〇
一
三
年
）
に
載
せ
た
凡
例
と
重
複
す
る
事
項
は
除
く
。

現
代
語
訳
・
訳
注

一
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
内
容
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
、
訳
注
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
徂
徠
の
他
の
著
述
や
、
荻
生
北
渓
等
に
よ
る
本
書
に
関
連
す
る
著
述
、

及
び
本
書
の
注
釈
本
等
か
ら
、
関
連
す
る
箇
所
を
挙
げ
、
照
合
し
た
。
今
回
、
本
稿
（
訳
注
稿
（
二
））
で
使
用
し
た
文
献
資
料
は
、
左
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

１.

荻
生
徂
徠
著
・
荻
生
北
渓
補
・
中
根
元
圭
閲
『
度
量
衡
考
』
所
収
（
徂
徠
著
）「
度
考
」（
川
原
秀
城
・
池
田
末
利
編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集
一
三

統
治
論
二
』
一
九
八
七

年
、
み
す
ず
書
房

所
収
）

２.

荻
生
徂
徠
著
『
周
尺
考
』（
駁
朱
度
考
）（
同
右
）

３.

荻
生
北
渓
著
「
楽
律
考
解
」（『
楽
律
考
』
無
窮
会
本

所
収
）

４.

「
荻
生
考
（
第
五
七
冊
）」
所
収
「
楽
律
考
」
附
記
「
楽
律
ノ
考
」（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
『
名
家
叢
書
』
所
収
、『
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵

名
家
叢
書

下
』

一
九

⬇目次ない時は４行アキ
考➡考を使用しているので修正時注意



（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
十
二

三
、
一
九
八
二
年
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
）
に
影
印
収
載
）

５.

「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
周
尺
ノ
考
」・「
歴
代
尺
ノ
考
」（
同
右
）

６.

『
楽
律
考
』
の
山
県
大
弐
注
（
甲
陽
図
書
刊
行
会
校
訂
『
山
県
大
弐
遺
著
』
一
九
一
四
年
、
甲
陽
図
書
刊
行
会

所
収
）

７.

『
楽
律
考
』
の
蒔
田
雁
門
注
（『
大
楽
発
揮
摘
註
』
雁
門
摘
註
本

所
収
）

８.

荻
生
徂
徠
著
『
楽
制

』（『
大
楽
発
揮
摘
註
』
雁
門
摘
註
本

所
収

巻
下
「
楽
制

」）

９.

荻
生
徂
徠
著
『
琴
学
大
意
抄
』（
荻
生
家
所
蔵
、
荻
生
徂
徠
自
筆
稿
本
）

10.

荻
生
徂
徠
著
『

園
十
筆
』（
西
田
太
一
郎
編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集
一
七

随
筆
一
』
一
九
七
六
年
、
み
す
ず
書
房

所
収
）

11.

荻
生
徂
徠
著
『
徂
徠
集
』（
平
石
直
昭
編
『
徂
徠
集

付
・
徂
徠
集
拾
遺
』
近
世
儒
家
文
集
集
成
第
三
巻
、
一
九
八
五
年
、
ぺ
り
か
ん
社
）

12.

荻
生
徂
徠
著
『
南
留
別
志
』（
日
野
龍
夫
編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集
一
八

随
筆
二
』
一
九
八
三
年
、
み
す
ず
書
房

所
収
）

一
、
訳
注
に
お
い
て
、
右
の
１
・
２
・
10
・
12
は
、
翻
字
ま
た
は
読
下
し
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
該
当
頁
を
（

）
内
に
示
す
。
３
〜
９
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
句

読
点
・
並
列
点
を
補
い
、
あ
る
い
は
も
と
か
ら
施
さ
れ
て
い
る
読
点
を
、
適
宜
、
句
点
・
並
列
点
に
改
め
、
漢
字
の
異
体
字
は
、
原
則
と
し
て
正
字
に
改
め
、
仮
名

の
変
体
・
略
体
・
合
字
等
は
、
通
行
の
字
体
に
改
め
、
翻
刻
し
た
。
た
だ
し
、
表
記
と
し
て
は
、「
律

」
は
「
律

」
に
、「

鍾
」
は
「

鐘
」
に
、「
太
蔟
」

は
「
太
簇
」
に
改
め
ず
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。

一
、
拙
著
「
荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
一
）」
は
、「
訳
注
稿
（
一
）」
と
略
記
す
る
。

【
四
】

晉
時
荀
⑴

妙
解

律
、
取
協
古

、

正
復
⑵舊
。
宋
・
齊

陳
、
一
皆
因
⑶之
。
中
間
梁
⑷武
時

議
⑸訂
、

値

離
、
未

改
⑹

。
⑺此

江
南
之

、

・

之

存
⑻也

。

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
一
巻

二
〇



訓
読

晋
の
時
、
荀

、
音
律
を
妙
解
し
、
協かな
ふ
こ
と
を
古
器
に
取
り
て
、

正
し
て
旧
に
復
す
。
宋
・
斉
よ
り
陳
に
およ
ぶ
ま
で
、
一
に
皆
之
に
因
る
。
中
間
、
梁
武
の
時

に
議
訂
す
る
こ
と
有
り
、
尋ツ
い
で
乱
離
に
値あ
ひ
て
、
未
だ
改
め
造
る
に
及
ば
ず
。
此か
く
江
南
の
朝
を
終
ふ
る
ま
で
、
周
・
漢
の
音
、
尚な
ほ
存
す
。

訳晋
（
二
六
五
〜
四
二
〇
）
の
時
期
、
荀

は
非
常
に
よ
く
音
律
を
理
解
し
て
お
り
、
古
の
器
物
を
用
い
て
正
し
い
音
高
を
求
め
、（
生
じ
て
い
た
誤
り
を
）
改
め
正

し
て
元
（
の
制
度
）
に
戻
し
た
。
宋
（
劉
宋
、
四
二
〇
〜
四
七
九
）、
斉
（
南
斉
、
四
七
九
〜
五
〇
二
）
か
ら
陳
（
五
五
七
〜
五
八
九
）
に
至
る
ま
で
、
全
て
皆
、
こ

れ
（
荀

が
正
し
た
古
か
ら
の
制
度
）
を
踏
襲
し
た
。
そ
の
間
、
梁
（
五
〇
二
〜
五
五
七
）
の
武
帝
の
時
に
、（
楽
制
を
）
論
じ
合
っ
て
定
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

間
も
な
く
世
の
中
が
乱
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、（
制
度
や
実
際
の
楽
器
を
）
作
り
直
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
江
南
の
朝
廷
（
南
朝
の
宋
・
斉
・
梁
・

陳
）
が
亡
び
る
ま
で
、
周
・
漢
の
音
楽
（
の
制
度
）
は
な
お
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

注⑴

荀

荀

（
？
〜
二
八
九
）、
字
は
公
曾
、

川

陰
の
人
。『
晋
書
』
巻
三
九
に
伝
が
あ
る
。
初
め
魏
に
仕
え
、
晋
朝
で
は
、
中
書
監
・
光
禄
大
夫
・
秘
書

監
・
尚
書
令
と
な
り
、
律
令
の
制
定
や
記
籍
の
整
理
、
機
密
の
管
理
な
ど
に
参
与
し
た
。
ま
た
、
朝
廷
の
音
楽
制
度
を
掌
り
、
音
律
の
改
定
を
行
い
（
次
の
注
⑵
参

照
）、
儀
式
に
使
わ
れ
る
楽
舞
の
整
備
や
歌
辞
の
制
作
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
清
商
楽
（
後
の
注
⑻
参
照
）
の
歌
辞
の
整
理
な
ど
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
泰
始
十
年

（
二
七
四
）
に
は
、
朝
廷
の
倉
庫
か
ら
出
て
き
た
律
管
の
類
（
杜

の
律
管
や
調
律
用
の
笛
と
思
し
き
も
の
を
含
む
。
杜

に
つ
い
て
は
「
訳
注
稿
（
一
）」
の

【
三
】
注
⑹
⑺
参
照
）
を
調
査
し
、
笛
の
調
律
に
関
し
て
議
論
し
た
上
で
、
調
律
を
行
う
た
め
の
笛
十
二
本
を
新
た
に
制
作
し
た
こ
と
が
、『
宋
書
』「
律
暦
志
」
等

に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

『
晋
書
』
巻
三
九
「
荀

伝
」
に
は
、「
荀

字
公
曾
、

川

陰
人
、

司

爽
曾
孫
也
。
…
…

掌

事
、
又
修
律
呂
、
竝
行
於
世
。
初
、

於
路
逢
趙

人

牛
鐸
、
識
其
聲
。

掌

、

韻
未

、
乃
曰
、「
得
趙
之
牛
鐸
則
諧
矣
。」

下
郡
國
、
悉

牛
鐸
、
果
得
諧

。
…
…
」（
一
一
五
二
〜
一
一
五
三
頁
）
と
あ
る
。

『
宋
書
』
巻
一
九
「
楽
志
一
」
に
は
、「
晉
武
泰
始
五
年
、

書
奏
使
太
僕
傅
玄
・
中
書
監
荀

・

門
侍

張
華
各

正
旦
行
禮

王
公
上
壽
酒

哥
詩
。

荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
二
）

二
一



…
…
九
年
、
荀

典
知

事
、
使
郭
瓊
・
宋
識
等

正
德
・
大
豫
之
舞
、
而

傅
玄
・
張
華
又
各

此
舞
哥
詩
。

作
新
律
笛
十
二
枚
、
散
騎
常
侍

咸
譏
新

律
聲
高
、
高

哀
思
、
不
合
中
和
。

以
其
異
己
、
出
咸
爲
始
平
相
。
…
…
初
、
荀

以
新
律

二
舞
、
又
更
修
正
鍾

、
事
未

而

薨
。
惠

元
康
三
年
、

詔
其
子

門
侍

藩
修
定
金
石
、
以
施
郊
廟
。」（
五
三
九
〜
五
四
〇
頁
）
と
あ
り
、
同
書
巻
二
〇
「
楽
志
二
」
に
は
「
晉
四
箱

歌
十
七

荀

」「
晉
正
德

大
豫
二
舞
歌
二

荀

造
」
と
し
て
、
同
書
巻
二
一
「
楽
志
三
」
に
は
「
淸

三

歌
詩

荀

撰
舊
詞
施
用

」
と
し
て
、
そ
れ
ら
楽
曲
の
歌
辞
が
収
載
さ
れ

て
い
る
（
五
八
三
、
五
八
七
、
六
〇
八
頁
）。
ま
た
、
同
書
巻
一
一
「
律
暦
志
上
」
に
は
、「
晉
泰
始
十
年
、
中
書
監
荀

・
中
書
令
張
華
、
出
御
府
銅
竹
律
二
十
五

、
部
太

劉
秀
等
校
試
、
其
三

與
杜

左
延
年
律
法
同
、
其
二
十
二

、

其
銘
題
尺
寸
、
是
笛
律
也
。
問
協
律
中

將
列
和
、
辭
、「
昔
魏

時
、

令
和
承

笛
聲
、
以
作
此
律
、
欲
使
學

別
居
一
坊
、
歌
詠

、
依
此
律

。
…
…
」
…
…

等
奏
、「
…
…

依
典
制
、
用
十
二
律

笛
像
十
二
枚
、
聲
均

和
、

用
便
利
。

、
必
合
律
呂
、
況
乎
宴
饗
萬
國
、
奏
之
廟
堂

哉
。
雖
伶
・

曠

、
至

、

宜
儀
刑
古
昔
、
以
求

衷
、
合
于
經
禮
、
於
制

爲
詳
。
若
可
施
用
、

更
部
笛
工
、

竹

作
、
下
太

・

府
施
行
。
平
議

杜

・
左
延
年
律
可
皆
留
。
其
御
府
笛
正
聲
下

各
一

、
皆
銘
題
作

姓
名
。

其
餘
無

施
用
、

付
御
府
毀
。」
奏
可
。
…
…
」（
二
一
二
〜
二
一
三
頁
）
と
あ
り
、『
晋
書
』
に
も
同
様
の
記
述
が
見
え
る
。

な
お
、
荀

の
笛
律
に
つ
い
て
は
、
林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』「
気
鳴
楽
器

五
、
荀

十
二
笛
の
音
律
」
四
八
一
〜
五
〇
一
頁
、
児
玉
憲
明
「
宋
書
律
志
訳

注
稿
（
一
）」・「
宋
書
律
志
訳
注
稿
（
二
）」・「
荀

と
泰
始
笛
律
｜
｜
何
承
天
と
の
関
係
を
論
じ
て
音
響
学
史
上
の
位
置
づ
け
に
及
ぶ
」、
王
子
初
『
荀

笛
律
研

究
』
な
ど
に
詳
し
い
。

⑵

晉
時
荀

妙
解

律
、
取
協
古

、

正
復
舊

こ
の
記
述
は
、
荻
生
北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
が
、「
晉ノ荀

、
古

ヲ
試
テ
、
晉

尺
ヲ

尺
ト
ス
ル
コ
ト
、

度
量
考
ニ
詳
ナ
リ
。」
と
解
説
し
、
山
県
大
弐
の
注
に
、「
マ
マ
荀
）

筍

正

律
、
事
見
晉
書
。
又
隋
書
載
マ
マ
荀
）

筍

律
與

・

古
律
符
合
。

見
度
考
。」（
四
頁
）
と

あ
る
よ
う
に
、
荀

が
尺
度
と
音
律
を
周
・
漢
代
の
古
制
に
復
し
、
正
し
く
改
定
し
た
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
荻
生
徂
徠
著
『
度
量
衡
考
』「
度

考
」
に
詳
し
い
（
後
掲
）。
こ
の
荀

の
古
尺
復
元
に
関
し
て
は
、「
訳
注
稿
（
一
）」
の
【
三
】
注
⑷
⑸
で
す
で
に
取
り
上
げ
た
が
、
こ
こ
で
ま
た
簡
略
に
述
べ
る

と
、
荀

が
復
元
し
た
尺
は
「
晋
前
尺
」
と
称
さ
れ
、『
隋
書
』「
律
暦
志
」
の
「
審
度
」
に
お
い
て
は
、
古
の
周
代
の
尺
に
等
し
い
も
の
と
し
て
、
一
番
目
の
「
周

尺
」
の
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
荀

の
晋
前
尺＝

周
尺
で
あ
り
、
つ
ま
り
荀

は
尺
度
と
音
律
を
周
・
漢
代
の
古
制
に
正
し
く
復
元
し
た
、

と
解
釈
で
き
る
。
徂
徠
も
そ
の
よ
う
に
解
し
、『
隋
書
』
に
依
拠
し
て
『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
等
を
著
し
た
こ
と
は
、【
三
】
注
⑷
に
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

以
下
、『
宋
書
』『
晋
書
』『
隋
書
』
等
に
見
ら
れ
る
荀

の
尺
度
復
元
と
音
律
改
定
に
つ
い
て
の
記
事
を
挙
げ
、
次
に
、
そ
れ
に
対
す
る
徂
徠
の
解
釈
と
評
価
を
窺

二
二
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う
こ
と
の
で
き
る
記
述
を
載
せ
る
。

『
宋
書
』
巻
一
一
「
律
暦
志
上
」
に
は
、「

又
以
魏
杜

制
律
呂
、

校
太

・
總

・
鼓
吹
八

、
與
律
乖
錯
。
始
知
後

至
魏
、
尺
度
漸
長
於
古
四
分

餘
。

依
爲
律
呂
、
故
致
失
韻
。
乃
部
佐

作

劉
恭
依

禮
更
積
黍

度
、
以
鑄
新
律
。

、
募
求
古

、
得

時
玉
律
、
比
之
不
差
毫

。
又

世
故
鍾
、

以
律
命
之
、
不
叩
而
自
應
。
初

行

、
逢
趙
郡

人
縣
鐸
於
牛
、
其
聲
甚
韻
。
至
是

得
此
鐸
、
以

律
呂
焉
。
晉
武

以

律
與

・

合
、
乃
施
用
之
。」

（
二
一
九
頁
）
と
あ
り
、『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」
に
は
、「
至
泰
始
十
年
、
光
祿
大
夫
荀

、
奏

新
度
、
更
鑄
律
呂
。」（
三
八
六
頁
）
と
あ
り
、
同
「
律

暦
志
上
」
の
「
候
気
」
に
は
、「
至
于
後

、
尺
度
稍
長
。
魏
代
杜

、
亦
制
律
呂
、
以
之
候
氣
、

審
不
飛
。
晉
光
祿
大
夫
荀

、
得
古
銅
管
、
校

制
、
長

古
四
分
、
方
知
不

、
事
由
其

。
乃
依

禮
、
更

古
尺
、
用
之
定
管
、
聲
韻
始

。」（
三
九
五
〜
三
九
六
頁
）
と
あ
り
、『
晋
書
』
巻
二
二
「
楽
志
上
」
に
、

「
泰
始
九
年
、
光
祿
大
夫
荀

以
杜

制
律
呂
、
校
太

・
總

・
鼓
吹
八

、
與
律
呂
乖
錯
、
乃
制
古
尺
、
作
新
律
呂
、
以

聲
韻
。
事

律

志
。
律

、

班
下
太
常
、
使
太

・
總

・
鼓
吹
・
淸

施
用
。」（
六
九
二
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（『
宋
書
』
に
つ
い
て
は
、

児
玉
憲
明
「
宋
書
律
志
訳
注
稿
（
二
）」
二
〇
〜
二
三
頁
を
参
照
）。

泰
始
九
年
（
二
七
三
）
か
ら
十
年
の
頃
、
荀

は
、
魏
の
杜

（「
訳
注
稿
（
一
）」
の
【
三
】
注
⑹
⑺
参
照
）
が
制
定
し
た
音
律
に
よ
る
律
管
に
よ
っ
て
、
朝
廷

の
音
楽
を
管
理
す
る
太
楽
等
の
官
署
に
お
け
る
楽
器
類
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
音
律
は
合
っ
て
お
ら
ず
、
後
漢
か
ら
魏
に
至
る
間
に
一
尺
の
長
さ
が
少
し

ず
つ
長
く
な
り
、
古
の
制
度
よ
り
も
四
分
あ
ま
り
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
杜

は
そ
の
長
く
な
っ
て
い
た
尺
度
に
基
づ
い
て
、
誤
っ
て
音
律
を
定
め
て
し
ま
っ
た

こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
、
周
代
の
制
度
に
拠
り
、
尺
度
を
本
来
の
長
さ
に
戻
し
、
そ
の
尺
度
に
基
づ
い
て
新
た
に
律
管
を
鋳
造
し
た
。
そ
の
後
、
古
の

器
物
を
捜
し
求
め
、
周
代
の
玉
律
や
漢
代
の
鐘
が
得
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
ら
と
引
き
合
わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
荀

が
定
め
た
律
管
と
少
し
も
違
わ
ず
、
鐘
に
つ
い

て
は
、
同
じ
音
律
名
の
も
の
が
、
荀

の
律
管
の
音
に
共
鳴
し
て
、
叩
く
こ
と
な
く
鳴
っ
た
と
い
う
。
晋
の
武
帝
は
、
荀

の
改
定
し
た
音
律
が
周
・
漢
代
の
楽
器

に
調
和
し
て
合
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
施
用
し
、
こ
の
音
律
は
礼
楽
を
掌
る
太
常
に
下
さ
れ
、
太
楽
・
総
章
楽
・
鼓
吹
楽
・
清
商
楽
に
用
い
ら
れ
た
。
た
だ
し
、

『
晋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」
に
、「
荀

新
尺
惟
以

律
、
至
於
人
間
未
甚
流
布
、
故
江
左

劉

儀
表
、
竝
與
魏
尺
略
相
依
準
。」（
四
九
一
頁
）
と
あ
り
、

同
書
巻
三
五
「
裴
秀
伝
」
の
附
伝
（「
裴

伝
」）
に
、「
荀

之
修
律
度
也
、

得
古
尺
、
短
世

用
四
分

餘
。

上
言
、「
宜
改

度
量
。
若
未
能
悉
革
、
可
先

改
太
醫
權
衡
。
…
…
」
卒
不
能
用
。」（
一
〇
四
二
頁
）
な
ど
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
荀

の
復
元
し
た
尺
度
は
、
音
律
を
改
め
、
音
楽
演
奏
の
調
律
に
用
い
ら
れ
た

も
の
の
、
他
の
制
度
に
は
施
行
さ
れ
ず
、
民
間
社
会
に
も
流
布
し
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

二
三
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ま
た
、『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」
の
「
審
度
」
に
は
、「
一
、

尺

志
王
莽
時
劉

銅

尺
。
後

建
武
銅
尺
。
晉
泰
始
十
年
荀

律
尺
、
爲
晉

尺
。

冲
之

傳
銅
尺
。
徐
廣
・
徐
爰
・
王

等
晉
書
云
、「
武

泰
始
九
年
、
中
書
監
荀

、
校
太

八

、
不
和
、
始
知
爲
後

至
魏
、
尺
長
於
古
四
分
有
餘
。

乃
部

作

劉
恭
、
依

禮
制
尺
、

謂
古
尺
也
。
依
古
尺
更
鑄
銅
律
呂
、
以

聲
韻
。
以
尺
量
古

、

本
銘
尺
寸
無
差
。
又

郡

發
魏
襄
王

、
得
古

時
玉
律

鍾

、
與
新
律
聲
韻
闇
同
。
于
時
郡
國
或
得

時
故
鍾
、
吹
新
律
命
之
、
皆
應
。」
梁
武
鍾
律

云
、「

冲
之

傳
銅
尺
、
其
銘
曰
、「
晉
泰
始
十
年
、

中
書
考
古

、
揆
校
今
尺
、
長
四
分

。

校
古
法

七
品
、
一
曰
姑
洗
玉
律
、
二
曰
小
呂
玉
律
、
三
曰
西
京
銅

、
四
曰
金
錯

、
五
曰
銅

、
六
曰
古

錢
、
七
曰
建
武
銅
尺
。
姑
洗

、
西
京

、
其
餘
與
此
尺
同
。」〔
銘
八
十
二
字
。〕
此
尺

、

新
尺
也
。
今
尺

、
杜

尺
也
。
雷

宗
・
何
胤
之
二

人
作
鍾
律
圖
、

載
荀

校
量
古
尺
文
、
與
此
銘
同
。
而
蕭
吉

、
謂
爲
梁

考
七
品
、
謬
也
。
今
以
此
尺
爲
本
、
以
校

代
尺
」
云
。」（
四
〇
二
〜
四
〇
三

頁
）
と
あ
り
、
荀

が
尺
度
を
校
定
す
る
際
に
使
っ
た
と
い
う
七
種
の
「
古

」（
古
い
器
物
）
に
つ
い
て
も
、
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、『
晋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」
の
「
審
度
」
で
は
、
前
掲
『
隋
書
』
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
を
載
せ
た
後
に
、「
荀

新
鍾
律
、
與
古

諧
韻
、
時
人

其

密
。
惟
散
騎
侍

陳
留

咸
譏
其
聲
高
、
聲
高
則
悲
、
非
興
國
之

、

國
之

。

國
之

哀
以
思
、
其
人
困
。
今
聲
不
合

、
懼
非
德
正
至
和
之

、
必

古
今
尺

長
短

致
也
。
會
咸
病
卒
、
武

以

律
與

合
、
故
施
用
之
。
後
始
平
掘
地
得
古
銅
尺
、

久
欲
腐
、
不
知

出
何
代
、
果
長

尺
四
分
、
時
人

咸
之
妙
、
而
莫
能

焉
。」（
四
九
一
頁
）
と
あ
り
、
竹
林
の
七
賢
と
し
て
知
ら
れ
る

咸
と
い
う
者
が
、
荀

の
音
律
が
高
す
ぎ
て
、
亡
国
の
音
で
あ
る
と
批

判
し
た
こ
と
と
、
そ
の
後
、
始
平
と
い
う
地
で
見
つ
か
っ
た
古
い
銅
尺
が
、
荀

の
尺
よ
り
四
分
長
か
っ
た
た
め
、
人
々
は

咸
の
見
識
が
高
い
と
感
服
し
た
、
と

い
う
逸
話
を
記
載
す
る
（
こ
の
話
は
、『
宋
書
』「
楽
志
」「
律
暦
志
」
や
南
朝
宋
の
劉
義
慶
撰
『
世
説
新
語
』「
術
解
」
等
に
も
見
え
る
）。
た
だ
し
、
同
書
で
は
、

そ
の
後
に
続
け
て
、「
史
臣
案
、

於
千
載
之
外
、
推
百
代
之
法
、
度
數

宜
、
聲
韻
又

、
可
謂
切
密
、
信
而

也
。
而
時
人
寡
識
、
據
無
聞
之
一
尺
、
忽

之
兩

、
雷
同

否
、
何
其
謬
哉
。
…
…
又
、

時
、
零
陵
文
學
史

景
於

舜
祠
下
得
玉
律
、
度
以
爲
尺
、
相
傳
謂
之

官
尺
。
以
校
荀

尺
、

尺

短
四
分
、

官
・
始
平
兩
尺
、
長
短
度
同
。」（
四
九
一
頁
）
と
、

咸
に
関
す
る
人
々
の
話
は
誤
り
で
あ
り
、
荀

の
尺
度
・
音
律
が
信
頼
に
値
し
、
根
拠
が
あ
る

も
の
と
す
る
見
解
を
述
べ
、
始
平
の
尺
は
漢
の
官
尺
と
長
さ
が
同
じ
で
あ
っ
た
と
言
及
し
て
い
る
。『
隋
書
』
の
「
審
度
」
に
お
い
て
も
、
こ
の

咸
に
関
す
る
話

は
「
四
、
漢
官
尺
」
の
条
に
載
せ
、
始
平
の
尺
は
周
尺
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
三
分
七
毫
長
い
漢
の
官
尺
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
分
類
す
る
。

以
下
は
、
荀

の
尺
度
・
音
律
改
定
に
関
す
る
徂
徠
の
記
述
を
挙
げ
る
。『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
で
は
、
冒
頭
の
「
周
漢
尺
」
の
項
に
、
前
掲
『
隋
書
』「
律
暦

志
上
」「
審
度
」
の
記
事
を
引
き
、「
隋
書
律
暦
志
に
曰
は
く
、「
い
ま

代
の
尺
度
一
十
五
等
、

び
に
異
同
の

を
略
す
る
こ
と
、
左
の
ご
と
し
。
一
に
、

尺
。

二
四
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志
の
王
莽
が
時
の
銅

尺
。
後

建
武
の
銅
尺
。
晉
の
泰
始
十
年
荀

が
律
尺
、
晉

尺
・

冲
之
が
傳
ふ
る

の
銅
尺
た
り
。
徐
廣
・
徐
爰
・
王

ら
が
晉
書

に
云
ふ
、「
武

泰
始
九
年
に
、
中
書
監
の
荀

、
太

を
校
ふ
る
に
、
八

和
せ
ず
。
始
め
て
、
後

よ
り
魏
に
至
り
て
、
尺
の
古
よ
り
長
き
こ
と
、
四
分

餘

な
り
と
爲
す
こ
と
を
知
り
ぬ
。

乃
ち

作

の
劉
恭
に
部
し
て
、

禮
に
依
り
て
尺
を
制
せ
し
む
。
い
は
ゆ
る
古
尺
な
り
。
古
尺
に
依
り
て
律
呂
を
更あらため
鑄い
て
、

以
て
聲
韻
を
ととのふ
。
尺
を
以
て
古

を
量
る
に
、
本
銘
と
尺
寸
差たが
ふ
な
し
。
ま
た

郡
の

、
魏
の
襄
王
の
つか
を
發あば
き
、
古

の
時
の
玉
律

び
鐘

を
得
。
新
律

と
聲
韻
闇
に
同
じ
。
時
に
于お
い
て
郡
國
或
い
は

の
時
の
故
鐘
を
得
。
新
律
を
吹
き
て
こ
れ
に
命
ず
る
に
、
み
な
應
ず
。」
と
。
梁
武
の
鐘
律

に
云
ふ
、「

冲
之

が
傳
ふ
る

の
銅
尺
。
其
の
銘
に
曰
は
く
、〞
晉
の
泰
始
十
年
、
中
書
、
古

を
考
ふ
。
今
の
尺
に
揆
校
す
る
に
、
長
き
こ
と
四
分

。
校
ふ
る

の
古
法
、
七
品

あ
り
。
一
に
曰
ふ
姑
洗
玉
律
、
二
に
曰
ふ
小
呂
玉
律
、
三
に
曰
ふ
西
京
の
銅

げつ
、
四
に
曰
ふ
金
錯

、
五
に
曰
ふ
銅

、
六
に
曰
ふ
古
錢
、
七
に
曰
ふ
建
武
の

銅
尺
。
姑
洗
は

、
西
京
の

は

、
其
の
餘
は
こ
の
尺
と
同
じ
〝
銘
八
十
二
字
」
と
。
こ
の
尺
と
は
、

が
新
尺
な
り
。
今
の
尺
と
は
、
杜と
き
が
尺
な

り
。
雷

宗
・
何
胤
之
が
二
人
、
鐘
律
圖
を
作
り
て
、
載
す
る

の
荀

、
古
尺
を
校
量
す
る
の
文
、
こ
の
銘
と
同
じ
。
し
か
う
し
て
蕭
吉
が

に
、
謂
ひ
て
梁

の
考
ふ
る

の
七
品
と
爲
す
は
、
謬
り
な
り
。
い
ま
こ
の
尺
を
以
て
本
と
爲
し
、
以
て

代
の
尺
を
校
ふ
と
云
ふ
」。」
と
記
し
た
後
、「
按
ず
る
に

、

・
隋

の
後
を
承
け
て
、
玉
尺
を
以
て
古

尺
と
爲
す
。
以
て
律
呂
を

へ
、
冠

を
作
る
。
ま
た
こ
れ
を
以
て
量
衡
を
作
り
、
湯
藥
に
こ
れ
を
用
ふ
。
太
宗
御
製
の
晉
書

に
、
荀

尺
を
載
す
る
こ
と
、
略
し
て
詳つまびら
か
な
ら
ず
。
其
の
臣
・

玄

ら
、
ま
た
こ
れ
を
是
と
す
。
其
の
管
子
を
注
す
る
に
、
ま
た
玉
尺
を
以
て
こ
れ
を
解

す
。
た
だ
魏

、
心
に
其
の
非
を
知
る
。
し
か
れ
ど
も
國
是
の
在
す
る

、
口
、
言
ふ
能
は
ず
。
故
に
其
の
隋
書
を
撰
す
る
に
、
獨
り
詳
ら
か
に
始
末
を

へ
、
ま

た
晉

尺
を
以
て
本
と
爲
し
て
、
以
て

尺
を
校
ふ
。
い
は
ゆ
る

尺
・
王
莽
が
時
の
銅

尺
・
建
武
の
銅
尺
・
荀

が
晉

尺
・

冲
之
が
銅
尺
は
、
一
な
り
。

徐
廣
・
徐
爰
・
王

ら
が
晉
書
と
竝
べ

す
る
こ
と
は
、

家
に
異

な
き
こ
と
を

ら
か
に
す
。
校
ふ
る

の
古
法
七
品
を
載
す
る
こ
と
は
、
荀

が
校
定
す
る

、

に
し
て
據
る
べ
き
こ
と
を

ら
か
に
す
。
こ
れ
其
の

の
在
す
る

、
知
る
べ
し
。
後
世
に
於
い
て
古
尺
の
考
ふ
べ
き
は
、
乃
ち
魏

が
力
な
り
。
魏

、
人
た
だ
其
の
善
諫
を

す
。
こ
れ
を
以
て
こ
れ
を

れ
ば
、
其
の
是
非
を

す
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
、
ま
た
性
、
然
り
と
爲
す
。
し
か
れ
ど
も
こ
の
事
、
治

國
理
民
の
關
は
る

に
あ
ら
ず
。
故
に
當
時
必
ず
し
も
其
の
是
非
を

は
ざ
る
は
、
其
の
識
ま
た
後
世

儒
の
上
に
出
る
こ
と
一
等
な
り
。」（
一
七
八
〜
一
八
〇

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
で
は
、
南
宋
の
王
応
麟
輯
『
玉
海
』、
及
び
朱
熹
・
蔡
元
定
ら
の
著
述
を
引
い
た
上
で
、「
按
ず
る
に
こ
れ
宋
の
時
、
尺
を
論
ず

る
、
み
な
隋
書
に
載
す
る

の
晉

尺
を
以
て

尺
と
爲
す
。」「
按
ず
る
に
、
…
…

大
儒
、
み
な
晉

尺
を
以
て

尺
と
爲
す
こ
と
、
異
論
な
し
。」（
一
八
一
、

一
八
三
頁
）
と
記
し
、
さ
ら
に
徂
徠
の
『
周
尺
考
』
に
は
、「
…
…
荀

カ

尺
ヲ
考
タ
ル
モ
、
七
種
ノ
古

ヲ
以
テ
考
定
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
七
種
ノ

ニ
古
錢
モ

二
五
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ア
リ
。
サ
レ
ト
モ
古
錢
ハ
カ
リ
ニ
テ
考
テ
ハ
慥
ナ
ラ
ヌ
ユ
ヘ
、
荀

ハ
外
ニ
六
種
ノ
古

ヲ
以
テ
考
テ
、
古
錢
ヲ
ハ
考
ノ
ツ
キ
合
セ
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
是
考
ノ

念
入
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
、
尤
至
極
ナ
ル
コ
ト
ユ
ヘ
、
隋
書
ニ
モ
其
ワ
ケ
ヲ
委
細
ニ
カ
キ
ノ
セ
、
是
ニ
ヨ
リ
テ
後
世
ニ
至
テ
モ
、
大
儒
ノ
考
ニ
ハ
隋
書
ノ

尺
ヲ
用
タ
ル

コ
ト
ナ
リ
。」（
三
三
〇
頁
）
と
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
る
と
、
徂
徠
は
、『
隋
書
』「
律
暦
志
」
を
著
し
た
と
す
る
魏
徴
を
高
く
評
価
し
た
上
で
（
た
だ
し
、

『
隋
書
』「
律
暦
志
」
を
実
際
に
記
し
た
の
は
、
麟
徳
暦
や
九
章
算
術
注
釈
の
撰
者
で
あ
る
李
淳
風
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
川
原
秀
城
・
池
田
末
利
「
解
題
・
凡
例
」

「
一
、
度
量
衡
考
」
四
四
七
頁
参
照
）、『
隋
書
』
に
基
づ
き
、
荀

の
復
元
・
校
訂
が
七
種
も
の
古
器
を
用
い
て
行
っ
た
詳
細
で
確
か
な
も
の
で
あ
り
、
荀

の
晋

尺
は
正
し
く
周
尺
に
復
元
さ
れ
た
も
の
、
と
解
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
荀

を
批
判
し
た

咸
と
、
後
か
ら
発
掘
さ
れ
た
始
平
の
尺
に
関
す
る
逸
話
に
つ
い
て
は
、
徂
徠
は
「
度
考
」
に
て
、
批
判
的
な
見
解
を
詳
し
く
述
べ
た

上
で
、
始
平
の
尺
を
周
尺
で
は
な
く
漢
の
官
尺
の
条
（「
四
、
漢
官
尺
」）
に
載
せ
た
『
隋
書
』
の
解
釈
（
前
述
）
を
、
識
見
が
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
次
の
と
お

り
で
あ
る
。「
按
ず
る
に

咸
も
と
よ
り

律
を
好
む
。
世
に

の

咸
と
號
す
る

を
傳
へ
、
咸
が

る

と
謂
ふ
。
其
の

、

の
用
ふ
る

に
あ
ら
ず
。

い
ま
だ
知
ら
ず
、
咸
が

律
に
於
い
て
如
何
ん
と
い
ふ
こ
と
を
。
世
ま
た
咸
が
荀

を
譏
る
の
言
を
傳
ふ
。
し
か
れ
ど
も
い
ま
だ
咸
、
何
の
尺
を
以
て
是
と
爲
す
と

い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
。
咸
死
し
て
後
、
始
平
に
古
銅
尺
を
得
。
こ
こ
に
於
い
て
世

ひ
て
咸
が
妙
を

す
。
し
か
れ
ど
も
咸
が
こ
の
尺
を
以
て
善
と
爲
す
に
あ
ら

ず
。
畢

、
世
人
臆
度
の
言
に
し
て
、
憑
る
な
き
こ
と
甚
し
。
た
だ
世
、
荀

が
人
と
な
り
を
賤
し
て
、
晉
つ
い
で
喪

す
。
咸
、
竹
林
の
一
た
り
て
、
時
論
こ
れ

に
附つ
く
。
故
に
こ
の

、

に
傳
は
る
の
み
。
げい
、
簒

を
爲
し
て
、
射
は
萬
世
に

せ
ら
る
。
い
に
し
へ
人
を
以
て
言
を
廢
せ
ず
。
い
は
ん
や

を
や
。
か
つ

の
興

に
關
ら
ざ
る
こ
と
久
し
。

人
、
禮

を
作
り
て
治
平
を
致
す
。
談
何
ぞ
容
易
な
ら
ん
。
こ
れ
み
な
俗
人
の
論
、
い
ふ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

の
時
の
事

を
、
晉
以
後
に
在
り
て
こ
れ
を
言
ふ
、
年
代
は
な
は
だ

く
、
最
も
附
會
た
り
。
故
に
魏

ひ
と
り

官
の
名
を
取
り
て
、
こ
れ
を
第
四
に
列
す
。
其
の

け
だ
し

謂
へ
り
、
こ
れ
ま
た

尺
の
訛
長
す
る

に
し
て
、
い
ま
だ
杜

が
時
の
長
さ
に
至
ら
ず
と
。
識
見
あ
る
と
謂
ふ
べ
し
。」（
一
九
一
頁
）

ほ
か
に
も
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
周
尺
ノ
考
」
及
び
「
歴
代
尺
ノ
考
」
に
、
荀

の
尺
度
復
元
と
音
律
改
定
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
の
で
、
こ
こ

に
載
せ
る
。「
隋
書
ノ
律

志
ノ

ヲ
正

ト
ス
ル
コ
ト
ハ
、
隋
書
ハ
、

ノ
太
宗
皇

ノ
臣
、
魏

カ
作
ニ
テ
、
正
シ
キ
書
ナ
リ
。
隋
書
ノ
文
ノ

ヲ
按
ス
ル
ニ
、

晉
ノ
武

ノ
泰
始
十
年
ニ
、
中
書
監
荀

ト
云
モ
ノ
、

律
ニ

キ
モ
ノ
ナ
リ
シ
ガ
、

ノ

子
合
ザ
ル
ニ
因
テ
、
後

ノ
末
ヨ
リ
三
國
魏
ノ
代
マ
テ
、
世
上
ノ

尺
展
轉
ノ

リ
ニ
テ
、
何
ト
ナ
ク
覺
ヘ
ズ
、
四
分
ア
マ
リ
長
ク
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
悟
テ
、
七
種
ノ
古

ヲ
聚
メ
テ
、
尺
ノ

ヲ
正
ス
。
七
種
ノ
古

ト
云
ハ
、
魏
ノ

襄
王
ノ
塚
ヨ
リ
掘
出
シ
タ
ル

ノ
代
ノ
姑
洗
ノ
玉
律
ト
、
小
呂
ノ
玉
律
ト
、

ノ
時
ノ
銅

ト
、
金
錯

ト
、
王
莽
カ
時
ニ
劉

カ
作
レ
ル
銅

ト
、
古
錢
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ト
、
後

光
武
皇

ノ
建
武
年
中
ノ
銅
尺
ト
、
コ
ノ
七
種
ノ
古

ヲ
證
據
ト
シ
テ
、
尺
ノ
長
サ
ヲ
四
分
ア
マ
リ
ツ
ゞ
メ
テ
、
是
、

、

ノ
代
ヨ
リ
後

ノ
光
武
皇

ノ
比
マ
テ
用
來
ル
古
尺
ナ
リ
ト
テ
、
コ
ノ
尺
ニ
テ
十
二
律
ヲ
作
リ
、

ヲ

ベ
タ
レ
バ
、

ノ

子
ヨ
ク

タ
リ
。
コ
ノ
荀

カ
考
タ
ル

尺
ハ
、
七
種
ノ

古

ヲ
以
テ
考
ヘ
テ
正
シ
タ
ル
ユ
ヘ
、
證
據
正
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
サ
レ
ト
モ
、
學

ノ
上
ニ
テ
、

律
ヲ
正
ス
コ
ト
ニ
バ
カ
リ
是
ヲ
用
テ
、
世
上

用
ハ
、
ヤ
ハ
リ

四
分
ア
マ
リ
長
キ
尺
ナ
リ
。
故
ニ
、

尺
ノ
コ
ト
ヲ
、
一
名
ハ
晉

尺
ト
モ
號
シ
、
彼
四
分
ア
マ
リ
長
キ
世
上

用
ノ
尺
ヲ
ハ
、
晉
後
尺
ト
號
ス
。
其
後
、
劉
宋
ノ

時
、

冲
之
ト
云
モ
ノ
、

・
律

ニ

シ
キ
人
ニ
テ
、
右
ノ
荀

カ
定
メ
タ
ル
尺
ヲ
、
銅
ニ
鑄
テ
、
世
ニ
傳
ヘ
タ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
異
名
ヲ
、
又
、

冲
之
銅
尺
ト

モ
云
タ
ル
ナ
リ
。
…
…
朱
子
ノ
家
禮
ニ
モ
、
司
馬

公
ノ
家
ニ
傳
ハ
ル

尺
ト
テ
、
是
ヲ
用
ユ
。
蔡
西
山
カ
律
呂
新
書
ニ
モ
、
此
尺
ヲ
用
タ
リ
。
サ
レ
ハ
、
隋
書
ニ

載
タ
ル
荀

カ
定
メ
シ

尺
ハ
、
證
據
正
シ
キ
コ
ト
ナ
ル
ユ
ヘ
、

代
ノ
名
儒
、
是
ニ
從
タ
ル
ユ
ヘ
、
此

尺
ヲ
正

ト
定
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
。」（「
周
尺
ノ
考
」）

「
後

ノ
末
ヨ
リ
三
國
ノ
魏
ノ
時
、
西
晉
ノ
代
ノ
始
ニ
至
ル
マ
テ
、
尺
始
テ
四
分
七

長
ク
ナ
ル
。
是
ハ
、
誰
尺
ヲ
改
テ
長
ク
シ
タ
ル
ニ
モ
非
ズ
。
只
、

第
展
轉

シ
テ
長
ク
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
殊
ニ
、
後

ノ
末
ヨ
リ

世
ニ
ナ
リ
タ
ル
ユ
ヘ
、

廷
ノ
制
度

レ
テ
、
民
ノ
心
儘
ニ
ナ
リ
タ
ル
ユ
ヘ
ナ
リ
。
コ
ノ
コ
ト
ヲ
、
西

晉
ノ
武

ノ
泰
始
九
年
ニ
、
荀

ト
云
モ
ノ
、

律
ノ

人
ニ
テ
、

律
ノ
相

ヨ
リ
吟
味
シ
テ
、

禮
ヲ
考
合
セ
、

廷
ヘ
申
立
テ
、
七
種
ノ
古

ヲ
以
テ
吟
味

シ
テ
、
古
尺
ヲ
定
メ
タ
リ
。

ノ
世
ノ
姑
洗
玉
律
・
小
呂
玉
律
・

ノ
時
ノ
西
京
銅

・
金
錯

・
王
莽
カ
銅

・
後

ノ
始
、
建
武
ノ
時
分
ノ
銅
尺
ニ
、

代
々
ノ
古
錢
、
是
、
合
テ
七
種
ナ
リ
。
此
尺
ニ
テ
十
二
律
ヲ
正
シ
テ
、

ノ

ヲ
正
セ
リ
。
然
レ
ト
モ
、
西
晉
ノ
代
モ
、
程
ナ
ク

タ
ル
ユ
ヘ
、
此
尺
ハ

律
ヲ

正
シ
タ
ル
マ
デ
ニ
テ
、
晉
ノ
民
間
マ
テ
セ
ザ
リ
シ
コ
ト
、
是
、
又
、
晉
書
ノ

ニ

文
ア
リ
。
コ
ノ
尺
ヲ

尺
ト
モ
云
。
又
、
王
莽
銅

尺
ト
モ
云
、
建
武
銅
尺
ト

モ
云
。
又
、
晉
ノ
代
ノ
始
ニ
吟
味
シ
タ
ル
ユ
ヘ
、
晉

尺
ト
モ
名
付
ケ
タ
リ
。
荀

カ
吟
味
ノ
時
、

ノ
代
ノ
古

ヲ
カ
シ
ラ
ニ
シ
テ
、
吟
味
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
ル
ユ

ヘ
、
隋
書
ニ
ハ
、
是
ヲ

尺
ト
名
付
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。

尺
ト
名
付
ケ
タ
レ
ハ
ト
テ
、
夏
・
殷
ニ
對
シ
テ
云
タ
ル
詞
ニ
テ
ハ
、
曾
テ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
ト
知
ヘ
シ
。
隋

書
ニ
ハ
、
此
尺
ヲ
本
ト
シ
テ
、
代
々
ノ
尺
ヲ
、
皆
、
此
尺
ニ
テ
何
寸
何
分
長
シ
短
シ
、
ト
カ
キ
タ
リ
。」（「
歴
代
尺
ノ
考
」）

⑶

宋
・
齊

陳
、
一
皆
因
之

こ
の
記
述
は
、
晋
朝
に
お
い
て
荀

が
改
正
し
た
音
律
の
制
度
が
、
そ
の
後
、
宋
・
斉
か
ら
陳
に
至
る
南
朝
の
各
王
朝
に
て
引
き
続

き
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」「
和
声
」
で
は
、
音
律
の
制
度
に
関
す
る
歴
代
の
議
論
を
載
せ
、「
梁
初
、
因
晉
・
宋

齊
、
無

改
制
。
其
後
武

作
鍾
律

、
論

代
得
失
。
…
…
未

改
制
、

侯
景

。
陳
氏
制
度
、
亦
無
改
作
。」（
三
八
九
〜
三
九
一
頁
）
と
記
す
。
つ
ま

り
、
晋
か
ら
宋
・
斉
・
梁
の
初
め
ま
で
制
度
が
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
後
、
梁
の
武
帝
が
『
鍾
律
緯
』
を
著
し
て
討
論
を
行
っ
た
も
の
の
（
次
の
注
⑷
⑸

参
照
）、
改
制
前
に
侯
景
の
乱
が
起
こ
り
、
後
の
陳
朝
に
お
い
て
も
制
度
を
改
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
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た
だ
し
、
南
朝
に
お
い
て
音
律
及
び
度
量
衡
の
改
定
は
な
く
と
も
、
民
間
で
使
用
さ
れ
る
尺
は
、
年
月
と
と
も
に
自
然
と
長
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
、『
隋
書
』

「
律
暦
志
上
」「
審
度
」
に
記
載
さ
れ
た
各
代
十
五
種
の
尺
の
長
さ
か
ら
窺
い
知
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
周
尺
ノ
考
」
で

は
、「
又
、
隋
書
ノ
律

志
ノ
十
五
種
ノ
尺
ト
云
ヘ
ル
中
ニ
、
晉

尺
・
梁
ノ
法
尺
・
梁
ノ
表
尺
・

官
尺
・
魏
尺
・
晉
後
尺
・
宋
氏
尺
・

尺
・
梁
ノ
俗
尺
ト
云

ヘ
ル
九
種
ノ
尺
ハ
、
晉
ノ
代
ヨ
リ
宋
・
齊
・
梁
・
陳
マ
テ
五
代
ノ
尺
ナ
リ
。
何
レ
モ
、
一
分
・
二
分
・
三
、
四
分
・
五
、
六
分
ノ

ニ
テ
、
畢

、
同
尺
ノ
、
時
代

ニ
ツ
レ
テ
展
轉
シ
テ
、
九
種
ノ
尺
ニ
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
宋
・
齊
・
梁
・
陳
ハ
、
何
レ
モ
南

ニ
テ
、
中
國
ノ
古
法
ヲ
用
タ
ル
ユ
ヘ
、
カ
ク
ノ
如
シ
。」（「
周
尺

ノ
考
」）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同
「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ
考
」
は
、「
後

ヨ
リ
南

ノ
宋
・
齊
・
梁
・
陳
ノ
代
マ
デ
、
尺
、

第
ニ
長

ク
ナ
リ
タ
ル
事
」
と
題
し
た
後
に
、「
南

ハ
、
東
晉
・
宋
・
齊
・
梁
・
陳
、
五
代
ニ
テ
、
僅
ニ
三
百
年
ノ
間
ニ
、
尺
、
段
々
ニ
長
ク
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
、
北
ニ
北

ノ
大
敵
ヲ
カ
ゝ
ヘ
、
國
政
モ
宜
カ
ラ
ズ
、
ヒ
タ
モ
ノ
ニ
代
ヲ
奪
ハ
レ
、
三
百
年
ノ

ニ
、
代
モ
五
度
替
ハ
リ
タ
ル
體
ノ
コ
ト
ナ
ル
ユ
ヘ
、
晉
書
・
宋
書
・
南
齊

書
・
梁
書
・
陳
書
、

ニ
杜
氏

典
ナ
ト
ニ
モ
、
南

ノ
政
ハ
一
切
苟
且
ナ
リ
ト
カ
キ
テ
、
何
事
モ
、

廷
ニ
極
マ
リ
タ
ル
制
度
ナ
ク
、
只
、
下
ノ
ナ
リ
ユ
キ
ノ
儘

ニ
、
國
ヲ
治
メ
タ
ル
筋
ニ
テ
、
尺
モ
右
ノ
如
ク
、
民
間
、

第
ニ
移
行
タ
リ
ト
見
ヘ
タ
リ
。」
と
記
す
。

⑷

梁
武

梁
の
武
帝
、
蕭
衍
（
四
六
四
〜
五
四
九
）。
字
は
叔
達
、
南
蘭
陵
の
人
。
初
め
斉
に
仕
え
た
が
、
後
に
梁
を
建
国
し
た
。『
梁
書
』
巻
一
〜
三
及
び
『
南

史
』
巻
六
〜
七
「
本
紀
」
に
見
え
る
。
武
帝
は
学
問
に
優
れ
、
学
術
を
奨
励
し
、
ま
た
仏
学
に
通
じ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
楽
律
に
も
詳
し
く
、
前
代
ま
で
の
宮

中
の
音
楽
制
度
を
見
直
し
、
自
ら
礼
楽
を
定
め
た
と
い
う
（
詳
し
く
は
次
の
注
⑸
参
照
）。

⑸

中
間
梁
武
時

議
訂

荻
生
北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
が
、「
梁
武
ノ
事
ハ
、
隋
志
ニ
詳
ナ
リ
。」
と
解
説
す
る
と
お
り
、『
隋
書
』
巻
一
三
「
音
楽
志
上
」
に
は
、

「
梁
武

本
自

生
、
博

載
、
未

下
車
、

先
風

、
爰
詔

百
、
各
陳

聞
。

又
自
糾

、
裁

一
代
。
…
…
梁
氏
之
初
、

齊
舊
。
武

思

弘
古

、
天
監
元
年
、

下
詔
訪
百
僚
曰
、「
夫
聲

之

、
與
政

矣
、

以
移
風
易
俗
、

貴
辨
賤
。
…
…

昧
旦
坐

、
思
求

旨
、
而
舊
事
匪
存
、
未
獲

正
、

寐

、

爲
歎
息
。
卿
等
學

、
可
陳
其

見
。」
…
…
」（
二
八
七
〜
二
八
八
頁
）
と
あ
り
、
梁
の
武
帝
が
行
っ
た
宮
中
音
楽
の
制
度
に
関
す
る

議
論
と
改
正
に
つ
い
て
、
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
楽
律
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「

素
善
鍾
律
、
詳
悉
舊
事
、

自
制
定
禮

。
又
立

爲
四

、
名
之
爲

。

聲
廣
九
寸
、
宣
聲
長
九
尺
、
臨
岳
高
一
寸
二
分
。

皆
施
三
絃
。
一
曰
玄
英

、
應
鍾
絃
、
用
一
百
四
十
二
絲
、
長
四
尺
七
寸
四
分

差

、

鍾
絃
、
用
二
百
七
十
絲
、
長
九
尺
、
大
呂
絃
、
用
二
百
五
十
二
絲
、
長
八
尺
四
寸
三
分
差

。
二
曰
靑
陽

、
…
…
。
因
以

聲
、
轉
推

氣
、
悉
無
差

、
而

相
得
中
。
又
制
爲
十
二
笛
、

鍾
笛
長
三
尺
八
寸
、
大
呂
笛
長
三
尺
六
寸
、
…
…
。
用
笛
以
寫

聲
、

古
鍾
玉
律

代
古
鍾
、
竝
皆
不
差
。
於
是
被

二
八
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以
八

、
施
以
七
聲
、
莫
不
和
韻
。」（
二
八
八
〜
二
八
九
頁
）
と
あ
り
、
武
帝
自
ら
、
三
本
の
弦
を
張
っ
た
調
律
機
器
（「
通
」
と
称
す
る
）
四
種
を
作
製
し
、
さ

ら
に
こ
の
「
通
」
の
音
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
十
二
律
の
各
一
律
を
発
す
る
笛
を
十
二
本
作
り
、
玉
律
や
周
代
の
古
い
鐘
の
音
と
較
べ
た
と
こ
ろ
差
異
は
な

く
、「
通
」
と
十
二
の
笛
に
よ
る
音
律
で
調
律
し
た
楽
器
を
演
奏
す
る
と
、
よ
く
調
和
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
佐
藤
大
志
・
長
谷
部
剛
・
佐
竹

保
子
・
釜
谷
武
志
「『
隋
書
』
音
楽
志
訳
注
稿
（
一
）」
五
七
〜
七
一
頁
を
参
照
。
武
帝
の
「
通
」
に
つ
い
て
は
、
楊
蔭

『
中
国
音
楽
史
綱
』「
梁
武
帝
四
通
十
二

笛
」
一
六
三
〜
一
六
五
頁
、
林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』「
絃
鳴
楽
器

三
、
唐
制
の
七
絃
準
に
つ
い
て
」
一
六
六
〜
一
六
七
頁
、
陳
応
時
『
中
国
楽
律
学
探
微

｜
｜
陳
応
時
音
楽
文
集
』「
中
国
古
代
的
律
準

二
、
梁
武
帝
〞
四
通
〝」
五
一
三
〜
五
一
四
頁
な
ど
に
詳
し
い
）。

な
お
、
武
帝
の
「
通
」
と
十
二
笛
は
、
古
の
玉
律
な
ど
を
用
い
た
調
査
に
よ
っ
て
新
た
に
定
め
た
尺
度
の
規
定
に
基
づ
き
、
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
、
同
『
隋
書
』

巻
一
六
「
律
暦
志
上
」「
和
声
」
に
載
せ
る
武
帝
の
著
作
『
鍾
律
緯
』（
佚
書
）
の
概
要
部
分
に
見
え
る
。
次
の
と
お
り
。「
…
…
比

詳
求
、
莫
能
辨
正
。
聊
以
餘

日
、
試
推
其
旨
、
參
校
舊

、

古
夾
鍾
玉
律
、
更
制
新
尺
、
以
證
分
毫
、
制
爲
四

、
名
之
爲

。
四

絃
間
九
尺
、
臨
岳
高
一
寸
二
分
。

鍾
之
絃
二
百
七
十

絲
、
長
九
尺
、
以

三
分
損

其
一
、
以
生
十
二
律
之
絃
絲
數

絃
長
。
各
以
律
本

建
之

、
五
行
生
王
、

始
之

、
相

之
理
、
爲
其
名
義
、
名
之
爲

。

施
三
絃
、
傳
推

氣
、
悉
無
差

。

以
夾
鍾
玉
律
命
之
、
則

相
中
。
又
制
爲
十
二
笛
、
以
寫

聲
。
其
夾
鍾
笛
十
二

、
以

玉
律
、
又
不
差
異
。
…
…
」

（
三
九
〇
頁
）
た
だ
し
、
武
帝
が
「
通
」
と
十
二
笛
作
製
の
基
準
に
し
た
新
た
な
尺
度
は
、
同
書
「
律
暦
志
上
」「
審
度
」
で
は
、「
一
、
周
尺
」
の
条
に
載
せ
て
い

な
い
。「
梁
法
尺
」
と
称
し
て
、
周
尺
よ
り
僅
か
に
七

長
い
「
二
、
晋
田
父
玉
尺
」
の
条
に
分
類
さ
れ
、「
晉
田
父
玉
尺

梁
法
尺
、
實
比
晉

尺
一
尺
七

。
世

、

田
父
於
野
地
中
得

時
玉
尺
、
便
是
天
下
正
尺
。
荀

試
以
校
尺
、

金
石
絲
竹
、
皆
短
校
一
米
。
梁
武

鍾
律

、
主
衣
從
上
相
承
、

時
銅

尺
一
枚
、
古
玉
律
八
枚
。

主
衣

尺
、
東
昏
用
爲

信
、
尺
不
復
存
。
玉
律
一
□
蕭
、
餘
定
七
枚
夾
鍾
、

昔
題
刻
。
廼
制
爲
尺
、
以
相
參

。
取
細
毫
中
黍
、

積

定
、
今
之
最
爲
詳
密
、
長

冲
之
尺
校

分
。
以
新
尺
制
爲
四

、
名
爲

。
又
依
新
尺
爲
笛
、
以
命
古
鍾
、
按
刻
夷
則
、
以
笛
命

和
韻
、
夷
則
定
合
。

案
此
兩
尺
長
短

同
。」（
四
〇
三
頁
）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
『
隋
書
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
武
帝
が
定
め
た
「
梁
法
尺
」
は
、
わ
ず
か
な
差
で
、

正
し
く
周
尺
に
復
元
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
、
徂
徠
も
そ
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
、『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
の
記
述
（
次
の
注
⑹
に
引

用
）
か
ら
知
ら
れ
る
。

⑹

値

離
、
未

改

こ
の
部
分
は
、
前
の
注
⑸
に
挙
げ
た
梁
の
武
帝
に
よ
る
音
律
に
関
す
る
議
論
と
試
み
が
、
侯
景
の
乱
（
五
四
八
年
）
が
起
こ
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
実
際
の
制
度
改
正
や
施
行
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
。
前
の
注
⑶
に
も
挙
げ
た
が
、『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」「
和
声
」
に
、
武
帝
の

二
九

荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
二
）



『
鍾
律
緯
』
の
概
要
を
載
せ
た
後
、「
未

改
制
、

侯
景

。」（
三
九
一
頁
）
と
記
す
こ
と
を
う
け
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

徂
徠
の
『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
は
、『
隋
書
』「
律
暦
志
上
」「
審
度
」
の
「
二
、
晋
田
父
玉
尺
」
の
条
（
前
の
注
⑸
に
引
用
）、
及
び
王
応
麟
輯
『
玉
海
』
巻
八

「
律
暦
」「
度
」
の
「
梁
新
尺
」
の
記
述
を
引
き
、
且
つ
劉
義
慶
撰
『
世
説
新
語
』
を
参
照
し
た
上
で
、「
梁
の
法
尺

隋
書
律

志
に
曰
は
く
、「
二
に
、
晉
の
田
父

の
玉
尺
。
梁
の
法
尺
。
實
に
晉

尺
の
一
尺
七

に
比
す
。
世

に
「
田
父
あ
り
て
野
地
の
中
に
於
い
て

時
の
玉
尺
を
得
」
と

す
。「
便
ち
こ
れ
天
下
の
正
尺

な
り
。
荀

試
み
に
以
て
尺
を
校
ふ
る
に
、

る

の
金
石
絲
竹
、
み
な
短
き
こ
と
一
米
ば
か
り
」」
と
。
按
ず
る
に
こ
の
尺
は
、
晉
の
時
の
田
父
、
地
を
掘
り
て

得
る

、
故
に
田
父
の
玉
尺
と
名
づ
く
。
梁
の
武

、
こ
れ
を
以
て

を
制
す
。
故
に
梁
の
法
尺
と
名
づ
く
。
こ
の
尺
い
ま
だ
か
つ
て
世
に
行
な
は
れ
ず
。
梁
武
も

ま
た
い
ま
だ
か
つ
て

を
制
せ
ず
。
世

は
、

ち

解

に
こ
れ
を
載
す
。
以
て

の
時
の
玉
尺
と
爲
す
こ
と
は
、
た
だ
こ
れ
相
ひ
傳
へ
て
こ
れ
を
言
ふ
。
以

て
天
下
の
正
尺
と
爲
す
こ
と
も
、
ま
た
劉
義
慶
が
語
に
し
て
、
別
に
憑
る
べ
き
な
し
。
魏

ま
た
疑
ひ
て
決
せ
ず
。
其
の
晉

尺
に
比
す
れ
ば
、
證
佐
少
な
き
を
以

て
、
故
に
第
二
に
列
す
。
晉

尺
の
一
尺
零
零
七

は
、
今
の
尺
の
七
寸
二
分
四

六
毫
六
絲

奇
に
當
る
。
四

以
下
は
、
目
力
の

ぶ

に
あ
ら
ず
。
た
だ
ま

さ
に
七
寸
二
分

な
る
べ
し
。
其
の
晉

尺
と
た
だ

を

ふ
の
み
。
玉

に
曰
は
く
、「
鐘
律

の
辨
宗
第
一
に
、「
主
衣
云
ふ
、「
從
上
相
ひ
承
け
て
、

の

時
の
銅
尺
一
枚
、
古
玉
律
八
枚
あ
り
」
と
。
尺
ま
た
存
せ
ず
。
夾
鐘
の
玉

に
、
昔
の
題
刻
あ
り
。
すなはち
制
し
て
尺
と
爲
し
て
、
以
て
相
ひ
參

す
る
に
、

冲
之

が
尺
に
長
き
こ
と

分
ば
か
り
。
今
の
鐘
を
爲
る

、
能
く
齊
を
取
る
こ
と
な
く
、
律
管
の
妙
、
能
く
知
る
こ
と
あ
る
罕まれ
な
り
。
京

が
準
法
、
傳
は
れ
ど
も
曉さと
る

な
し
。
い
ま
新
尺
を
以
て
分
毫
を
證
し
て
、
制
し
て
四

を
爲つく
る
。
こ
れ
を
名
づ
け
て

と
曰
ふ
」
と
」。
隋
書
律

志
に
も
、
ま
た
こ
れ
を
載
す
。
た
だ
文
錯

し
て
讀
む
べ
か
ら
ず
。
故
に
い
ま
玉

の
文
を
載
す
。
鐘
律

は
梁
武
の
撰
す
る

、
辨
宗
は
け
だ
し
其
の

名
な
り
。
こ
の
文
を
按
ず
る
に
、
尺

び
て
玉

七

枚
、
題
刻
な
し
。
た
だ
夾
鐘
の
み
題
刻
あ
り
。
故
に
梁
武
、
夾
鐘
玉

に
據
り
て
、
以
て
尺
を
作
る
な
り
。

冲
之
が
尺
と
は
、

ち
晉

尺
な
り
。」（
一
八
七

〜
一
八
八
頁
）
と
述
べ
る
。
ま
た
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ
考
」
に
も
関
連
す
る
記
述
が
見
え
る
の
で
、
こ
こ
に
載
せ
る
。「
梁
ノ
法
尺
。
是

ハ
晉
ノ
世
ニ
、
田
父
、
地
中
ヨ
リ
掘
出
シ
タ
ル
玉
尺
ナ
リ
。
是
、
正
眞
ノ

尺
ナ
リ
ト
テ
、
梁
ノ
武

、
是
ニ
テ
十
二
律
ヲ
定
ム
。
荀

カ

尺
ニ
七

長
シ
ト
云

ヘ
リ
。
尤
、
梁
ノ
代
ニ
モ
、
民
間

用
ノ
尺
ニ
ハ
非
ス
。」

⑺

此

雁
門
摘
註
本
は
「
比
」
と
す
る
。「
比
」
で
あ
れ
ば
、
訓
読
は
、「
江
南
の
朝
を
終
ふ
る
比ころほひ
」
と
な
る
か
。

⑻

此

江
南
之

、

・

之

存
也

本
文
こ
こ
ま
で
は
、
音
律
の
基
準
と
な
る
黄
鐘
の
音
高
を
中
心
と
し
て
、
音
律
の
規
定
に
関
す
る
歴
代
の
変
遷
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
記
述
に
見
え
る
「

・

之

」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
周
・
漢
代
の
音
律
の
規
定
、
あ
る
い
は
そ
の
規
定
に
基
づ
く
調
（
音
階
・

三
〇
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旋
法
）
な
ど
を
含
め
た
楽
律
制
度
全
般
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
は
、
周
・
漢
代
の
楽
律
制
度
の
上
に
建
て
ら
れ
た
音
楽
総
体
を
、
広
く
あ
る
い
は
抽
象

的
に
指
し
て
言
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
文
こ
の
記
述
は
、
先
の
記
述
内
容
か
ら
簡
略
に
ま
と
め
る
と
、
周
・
漢
代
の
音
律
の
規
定
は
、
魏
朝
で
一
旦
誤
っ

て
訂
正
さ
れ
た
も
の
の
、
晋
の
荀

の
復
元
・
改
定
を
経
て
、
南
朝
最
後
の
王
朝
で
あ
る
陳
ま
で
改
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
踏
襲
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
周
・
漢
代
の
楽

律
制
度
は
、
南
朝
の
終
わ
り
、
つ
ま
り
六
朝
期
末
ま
で
存
し
た
、
と
い
う
解
釈
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
徂
徠
の
他
の
著
述
に

も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
楽
論
上
、
要
と
な
る
見
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、『

園
十
筆
』
の
第
二
筆
に
は
、「
先
王
の
禮

・
制
度
・

律
度
量
衡
は
、
六

に
至
り
て
な
ほ
存
す
る

あ
り
。

に
始
め
て
變
ぜ
り
。」（
六
〇
六
頁
）
と
見
え
る
。
ま
た
、
徂
徠
の
『
楽
制

』
で
は
、
楽
律
制
度
の
う

ち
、
特
に
調
に
関
す
る
変
遷
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
周
・
漢
代
の
音
楽
に
お
け
る
五
つ
の
調
の
制
度
が
南
朝
の
終
わ
り
ま
で
伝
承
さ
れ
、
唐
代
に
失
わ
れ
た
、
と
論

じ
て
い
る
。

北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
で
は
、
本
書
の
こ
の
記
述
（「
此

江
南
之

、

・

之

存
也
」）
に
対
し
、「
晉
書
ニ
、
西
晉
ノ
元
康
中
ニ
、
孔
子
ノ
衣
冠
、
其

外
、

ノ

械
、
官
庫
ニ
在
テ

ス
。
又
、
永
嘉
ノ

ニ
、
孤
竹
ノ
管
・
雲
和
ノ
瑟
・

桑
ノ
琴
・
泗
濱
ノ

、
胡
ヨ
リ
晉
ニ

ス
ル
モ
ノ
、
百
ニ
一
ナ
ラ
ズ
ト

イ
ヘ
リ
。
故
ニ

ハ
南
朝
ニ
存
シ
テ
在
リ
。
宋
・
齊
・
梁
・
陳
マ
デ
四
廂

ア
リ
。

六

ノ
中
ノ
夷
則
・
無
射
ヲ
除
ク
外
、

鍾
・
太
蔟
・
姑
洗
・

ヲ
四

廂

ト
イ
フ
。
宋
・
齊
・
梁
・
陳
ノ
史
ニ

文
ア
リ
。」
と
、
解
説
す
る
。『
晋
書
』
等
の
記
録
に
基
づ
き
、
周
代
の
遺
物
や
前
代
の
楽
器
が
晋
代
ま
で
存
し
た
こ
と

と
、
古
い
雅
楽
曲
を
伝
え
る
四
廂
楽
（
後
述
）
が
宋
・
斉
・
梁
・
陳
ま
で
伝
存
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
南
朝
末
ま
で
周
代
の
音
楽
が
存
し
た
、
と
の
説
明
を
加
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
「
晉
書
ニ
、
西
晉
ノ
元
康
中
ニ
、
…
…

ス
。」
と
述
べ
る
の
は
、『
晋
書
』
巻
二
七
「
五
行
志
上
」
に
、「
惠

元
康
五
年
閏

庚
寅
、
武
庫
火
。
張
華
疑

、
先
命
固
守
、
然
後
救
火
。
是
以
累
代
異
寶
、
王
莽
頭
、
孔
子

、

高

白
蛇
劍

二
百
萬
人

械
、
一
時
蕩
盡
。」
と
、

巻
三
六
「
張
華
伝
」
に
、「
武
庫
火
、
華
懼
因
此
變
作
、
列
兵
固
守
、
然
後
救
之
、
故
累
代
之
寶

高
斬
蛇
劍
・
王
莽
頭
・
孔
子

等
盡
焚
焉
。」（
八
〇
五
頁
、

一
〇
七
三
〜
一
〇
七
四
頁
）
と
あ
る
の
に
基
づ
き
、「
又
、
永
嘉
ノ

ニ
、
…
…
ト
イ
ヘ
リ
。」
と
述
べ
る
箇
所
は
、
同
書
巻
二
二
「
楽
志
上
」
に
見
え
る
「
永
嘉
之

、
伶
官

減
、
曲
臺
宣

、
咸
變

莱
。
雖
復
象
舞
歌
工
、
自
胡

晉
、
至
於
孤
竹
之
管
、
雲
和
之
瑟
、

桑
之
琴
、
泗
濱
之

、
其
能
備

、
百
不
一
焉
。」

（
六
七
七
頁
）
と
い
う
記
述
か
ら
引
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
孤
竹
之
管
」「
雲
和
之
瑟
」「

桑
之
琴
」
と
は
、『
周
礼
』「
春
官
」「
大
司
楽
」
に
、「
孤
竹
之
管
、
雲
和

之
琴
瑟
、
…
…

桑
之
琴
瑟
」
と
見
え
、
鄭
玄
の
注
に
「
雲
和
、
地
名
也
。
…
…
孤
竹
、
竹
特
生

。
…
…
雲
和
・

桑
・

門
皆
山
名
。」（『
周
礼
注
疏
』
六
八

九
〜
六
九
一
頁
）
と
あ
る
も
の
で
、「
泗
濱
之

」
と
は
、『
尚
書
』「
禹
貢
第
一
」
に
「
泗
濱

」
と
見
え
、
孔
安
国
の
伝
に
「
泗
、
水
涯
。
水
中
見
石
、
可
以
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爲

。」（『
尚
書
正
義
』
一
七
二
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、
四
廂
楽
と
は
、『
晋
書
』・『
宋
書
』・『
南
斉
書
』
の
「
楽
志
」
等
に
よ
る
と
、
魏
の
杜

（「
訳
注
稿

（
一
）」
の
【
三
】
注
⑹
⑺
参
照
）
が
伝
え
た
前
代
の
雅
楽
で
、
後
に
晋
の
荀

（
前
の
注
⑴
参
照
）
が
そ
の
歌
辞
を
制
作
・
改
定
し
た
、
朝
廷
の
儀
式
に
使
わ
れ
た

音
楽
で
あ
る
（「
四
廂
」
は
「
四
箱
」
と
も
表
記
さ
れ
る
）。
こ
の
「
楽
律
考
解
」
の
中
で
、
北
渓
が
「

六

ノ
中
ノ
夷
則
・
無
射
ヲ
除
ク
外
、

鍾
・
太
蔟
・
姑

洗
・

ヲ
四
廂

ト
イ
フ
。」
と
述
べ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
四
廂
楽
が
周
の
六
楽
（『
周
礼
』「
春
官
」「
大
司
楽
」
に
見
え
る
黄
帝
・
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
武
王

の
六
代
の
楽
）
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
解
し
た
上
で
、
次
に
載
せ
る
『
隋
書
』
巻
一
三
「
音
楽
志
上
」
の
、
梁
の
武
帝
（
前
の
注
⑷
参
照
）
に
よ
る
楽
制
改
革
に
関
す

る
記
事
を
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
記
事
で
は
、
歴
代
朝
廷
の
祭
祀
に
お
い
て
六
楽
（
六
代
の
楽
）
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
と
い
う
論
議
に
続
け

て
、
晋
・
宋
・
斉
の
王
朝
に
お
け
る
四
廂

の
鐘
・

の
設
置
法
に
関
す
る
議
論
と
、
梁
武
帝
に
よ
る
改
制
の
経
緯
に
つ
い
て
、「
又
晉

宋
・
齊
、
懸
鍾

大
準

相
似
、
皆
十
六
架
。

鍾
之
宮
、
北
方
、
北
面
、

西
、
其
東

鍾
、
其
東
衡
大
於

、
不
知
何
代

作
。
其
東

鍾
。
太
簇
之
宮
、
東
方
、
西
面
、

北
。

之
宮
、
南
方
、
北
面
、

東
。
姑
洗
之
宮
、
西
方
、
東
面
、

南
。

皆
如
北
面
。
設
建
鼓
於
四
隅
、
懸

四
面
、
各

。

曰
、「

晉
・
宋
史

、

皆
言
太
元
・
元
嘉
四
年
、
四
廂
金
石
大
備
。
今

府
、
止

鍾
・
姑
洗
・

・
太
簇
四
格
而
已
。
六
律
不

、
何
謂
四
廂
。
備

之
文
、
其
義
焉
在
。」
於

是
除
去
衡
鍾
、
設
十
二

鍾
、
各
依
辰
位
、
而
應
其
律
。

一

鍾
、
則
設

鍾

各
一

、
合
三
十
六
架
。
植
建
鼓
於
四
隅
。
元
正
大
會
備
用
之
。」（
二
九
一

〜
二
九
二
頁
）
と
記
す
。

一
方
、
山
県
大
弐
の
注
で
は
、
本
書
の
同
記
述
に
つ
い
て
、「
マ
マ
荀
）

筍

正

律
。
…
…
此
時

又
撰

・

舊
辭
、
施
用
於
當
時
。
謂
之
相
和
三

。

晉

永
嘉
之

、
南
渡

建
業
、
四

分

、

・
魏

與

。
後
魏
孝
文
・
宣
武
相

、
南
伐
得
江
左

傳
舊
曲
江
南

歌
・
荆
楚
西
聲
。
乃

・

中

之

聲
。
梁
武

時
亦
稍

議
、
訂
改
西
曲
製
江
南
弄
。
七
曲
之

是
也
。

値

離
事

矣
。
至
隋
文

平
陳
之
後
、
得
之
置
淸

、
謂
爲
華
夏
舊
聲
。
是

謂

江
南
之

、
其

存

也
。」（
四
〜
五
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
相
和
三

」
と
は
、
周
の
宮
廷
音
楽
で
あ
っ
た
房
中
楽
の
遺
声
で
、
漢
・
魏
の

時
代
に
行
わ
れ
た
「
相
和
歌
」
と
い
う
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
で
用
い
ら
れ
た
三
種
の
調
「
平
調
」「
清
調
」「
瑟
調
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
調
は
「
楚
調
」「
側
調
」

が
加
わ
っ
て
五
調
と
な
り
、
ま
た
相
和
歌
は
、
そ
の
伝
承
過
程
に
お
い
て
江
南
地
方
の
呉
歌
や
荊
楚
地
域
の
西
曲
が
加
え
ら
れ
、「
清
商
楽
」
と
総
称
さ
れ
、
南
朝

に
て
伝
承
さ
れ
た
。
陳
を
滅
ぼ
し
た
隋
朝
は
、
そ
の
音
楽
を
「
華
夏
の
旧
声
」
と
し
て
清
商
署
で
管
理
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（『
宋
書
』『
隋
書
』『
旧
唐
書
』『
楽

府
詩
集
』
等
に
よ
る
が
、
詳
し
く
は
本
書
【
七
】
の
訳
注
で
後
述
す
る
）。
前
の
注
⑴
⑵
で
言
及
し
た
が
、
晋
の
時
に
は
、
荀

が
清
商
楽
の
歌
辞
の
整
理
を
行
い
、

彼
が
改
定
し
た
音
律
は
、
清
商
楽
に
も
施
行
さ
れ
た
と
い
う
。
大
弐
の
注
は
、
こ
の
相
和
三
調
（
ま
た
は
五
調
）
が
清
商
楽
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
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「

・

之

」
が
南
朝
の
末
ま
で
存
し
た
こ
と
の
説
明
と
し
て
い
る
。
な
お
、
徂
徠
の
『
楽
制

』
は
、
前
述
の
と
お
り
、
周
・
漢
代
か
ら
続
く
五
つ
の
調
の
制

度
を
特
に
取
り
上
げ
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
五
つ
の
調
と
は
、
相
和
歌
・
清
商
楽
で
用
い
ら
れ
た
五
調
の
こ
と
を
言
う
。
よ
っ
て
、
こ
の
大
弐
の
注
は
、

『
楽
制

』
の
内
容
も
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
五
】

此
時
中
原
淪
⑴胡

。
而
胡
尺
長
大
、
胡

重
⑵濁

。
拓
跋
氏

以
夷
狄

之

、
事
不
師
古
、

制
作
、
以
新
一
時
耳
⑶目

。

訓
読

此
の
時
、
中
原
胡
に
淪
す
。
而
し
て
胡
尺
長
大
、
胡
音
重
濁
な
り
。
拓
跋
氏
すなはち
夷
狄

強
の
習
ひ
を
以
て
、
事
、
古
を
師
と
せ
ず
、
妄
意
に
制
作
し
て
、
以
て
一

時
の
耳
目
を
新
た
に
す
。

訳こ
の
時
、（
漢
民
族
の
地
で
あ
る
）
中
原
は
、
胡
（
北
方
の
異
民
族
）
の
手
に
落
ち
て
い
た
。
そ
し
て
胡
の
尺
は
長
大
で
あ
り
、
胡
の
音
は
低
か
っ
た
。（
三
八
六
年

に
北
魏
を
建
て
た
鮮
卑
族
の
）
拓
跋
氏
は
、
夷
狄
の
屈
強
な
習
わ
し
に
よ
り
、
物
事
に
つ
い
て
古
を
手
本
と
せ
ず
、
み
だ
り
に
制
度
を
作
り
、
そ
の
当
時
の
世
の
認
識

を
一
変
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

注⑴

此
時
中
原
淪
胡

西
晋
末
に
起
こ
っ
た
永
嘉
の
乱
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
田
安
本
・
服
部
本
等
の
多
く
の
伝
本
で
は
、
こ
の
記
述
の
「
淪
胡
」
を
「
沿
胡
」
に
作

る
が
、『
隋
書
』
巻
一
三
「
音
楽
志
上
」
に
、「
魏

先
代
古

、
自

始
也
。
自
此
迄
晉
、
用
相
因
循
、
永
嘉
之
寇
、
盡
淪
胡
・

。」（
二
八
六
頁
）
と
あ
る
の
を

参
照
し
、「
淪
」
を
採
っ
た
。

⑵

胡
尺
長
大
、
胡

重
濁

本
稿
【
六
】
注
⑹
を
参
照
。
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⑶

拓
跋
氏

以
夷
狄

之

、
事
不
師
古
、

制
作
、
以
新
一
時
耳
目

拓
跋
氏
の
北
魏
で
は
楽
制
改
革
が
議
論
、
制
定
さ
れ
、
音
律
の
改
定
も
行
わ
れ
た

（
詳
し
く
は
、
渡
辺
信
一
郎
『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
｜
｜
日
本
雅
楽
の
源
流
』「
補
論

北
魏
の
雅
楽
改
革
｜
｜
『
魏
書
』
楽
志
を
中
心
に
」
一
九
九
〜
二
〇
五

頁
を
参
照
）。
音
律
の
基
準
と
な
る
黄
鐘
の
音
高
に
つ
い
て
は
、
累
黍
の
説
（「
訳
注
稿
（
一
）」【
三
】
注
⑶
参
照
）
に
基
づ
い
て
、
九
十
粒
の
黍
の
長
さ
（
つ
ま
り

九
寸
）
か
ら
黄
鐘
律
管
の
長
さ
を
求
め
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
が
、
黍
の
並
べ
方
を
巡
っ
て
意
見
が
対
立
し
、
楽
制
改
革
が
二
転
三
転
し
た
こ
と
が
、
次
に
載

せ
る
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
。『
魏
書
』
巻
一
〇
九
「
楽
志
」
に
は
、「
太
和
初
、
高

垂
心

古
、
務
正

聲
。
…
…
十
六
年
春
、
又
詔
曰
、「
…
…
中
書
監
高
閭

…
…
頗
體

律
、
可
令
與
太

詳

古
今
、
以
備
茲
典
。
…
…
」
閭

年
考
度
、
粗
以

立
、

洛
不

盡
、
未
得
施
行
。
…
…
先
是
、
閭
引
給
事
中
公
孫
崇

共
考

律
、
景

中
、
崇
乃
上
言

事
。
正
始
元
年
秋
、
詔
曰
、「
太

令
公
孫
崇
更

金
石
、

理

準
、
其
書
二

表
悉
付

書
。
夫
禮

之
事
、

國

重
、
可
依
其

、
八
座
已
下
、
四
門
博
士
以
上
此

下
旬
集
太

、
考
論
同
異
、
博

古
今
、
以

一
代
之
典
也
。」
…
…
時
亦
未
能
考
定
也
。
四
年
春
、
公
孫

崇
復
表
言
、「
…
…

廣

黍
、

其
中
形
、
又

梁
山
之
竹
、
更
裁
律
呂
、
制

鍾
、
依
律
竝
就
。
但
權
量
差
謬
、
其
來
久
矣
、
頃
蒙
付

州
民
王
顯

古
銅
權
、
稽
之
古
範
、
考
以
今
制
、
鍾
律
準
度
、
與
權
參
合
。
昔

新
、
始
創
若
舊
、
異
世
同
符
、
如
合
規
矩
。
…
…
」
…
…
永
平
二
年
秋
、

書
令
高

、

書
僕
射
、
淸
河
王

等
奏
言
、「
案
太

令
公
孫
崇

八

之

五
度
五
量
、
太
常
卿
劉
芳

之
儒
學
、
執

經
傳
、
考
辨
合
否
、
尺
寸
度
數
悉
與

禮
不
同
。
問
其

以
、

必
依
經
文
、
聲
則
不
協
、
以
情

減
、
殊
無
準
據
。
…
…
臣
等
參
議
、

使
臣
芳
準
依

禮
更

、
事
訖
之
後
、
集
議
竝

、
從

其
善

。」
詔
「
可
」。
…
…
初
、
御
史
中
尉
元
匡
與
芳
等
競
論
鍾
律
。
孝

熙
平
二
年

、
匡
復
上
言
其
事
、
太
師
・
高
陽
王
雍
等
奏
停
之
。
…
…
正
光
中
、
侍

中
・
安
豐
王
延

詔
監
修
金
石
、
博
探
古
今

事
、
令
其
門
生
河
間
信

芳
考
算
之
。
…
…
芳
後
乃
撰
延

集

物
準
圖
二
十
餘
事
而
注
之
、
不
得

在

考
正
聲
律
也
。
普
泰
中
、

廢

詔

書
長
孫
稚
・
太
常
卿

瑩
營
理
金
石
。
永
熙
二
年
春
、
稚
・
瑩
表
曰
、「
…
…
高

孝
文
皇

…
…
太
和
中
命
故

中
書
監
高
閭
草
創
古

、
閭

去
世
、
未
就
其
功
。
閭

之
後
、
故
太

令
公
孫
崇
續
修

事
、
十

餘
載
、
崇
敷
奏
其
功
。
時
太
常
卿
劉
芳
以
崇

作
、
體
制
差

、
不
合
古
義
、

更
修
營
、
被
旨

許
。
芳
又

綜
、
久
而
申

。
時
故
東
平
王
元
匡
共
相
論
駁
、
各
樹

黨
、

競
紛
綸
、

無
底
定
。
…
…
臣
等

依
高

制
尺
、

官
考
工
記

氏
爲
鍾
鼓
之
分
・

氏
爲

倨
句
之
法
、
禮

五
聲
十
二
律

相
爲
宮
之
義
、
以
律
呂
爲
之

量
、
奏

制
度
、
經
紀
營

。
…
…
」」

（
二
八
二
八
〜
二
八
三
九
頁
）
と
あ
り
、
同
書
巻
一
〇
七
「
律
暦
志
上
」
に
、「
魏
氏
平

、
頗
獲
古

。
高

慮
其
永
爽
、
太
和
中
詔
中
書
監
高
閭
修
正

律
、
久
未
能
定
。
…
…
十
八
年
、
閭
表
曰
、「
…
…
今

制

、
非
律
無
以
克
和
、
然
則
律

之
本
也
。
臣

被
敕
理

、
與
皇
宗
博
士
孫
惠
蔚
・
太

祭
酒

公
孫
崇
等
考

官
・
國
語

後

律

志
、
案
京

法
作
準
以
定
律
、
吹
律
以

絲
、
案
律
寸
以
孔
竹
、
八

之
別
、
事
以
粗

。
…
…
今

使
崇
參
知
律
呂
鍾
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之
事
、

類
而
長
之
、

必
深
。
求
持
臣
先

奏
三
表
勘
後

律

志
、
陛
下
親

、
以
求

衷
、
俱
然
易
了
。
…
…
」
詔
許
之
。
景

四
年
、

州
獲
古
銅

權
、
詔
付
崇
以
爲
鍾
律
之
準
。
永
平
中
、
崇
更

新
尺
、
以
一
黍
之
長
、
累
爲
寸
法
。

太
常
卿
劉
芳

詔
修

、
以

黍
中

一
黍
之
廣

爲
一
分
、
而
中
尉
元

匡
以
一
黍
之
廣
度
黍
二

、
以
取
一
分
。
三
家
紛
競
、
久
不
能
決
。
太
和
十
九
年
、
高

詔
、
以
一
黍
之
廣
、
用

分
體
、
九
十
黍
之
長
、
以
定
銅
尺
。
有
司
奏
從

詔
、
而
芳
尺
同
高

制
、
故

典
修
金
石
。
迄
武
定
末
、
未

諳
律

。」（
二
六
五
七
〜
二
六
五
九
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、
同
書
巻
一
九
及
び
『
北
史
』
巻
一

七
「
景
穆
十
二
王
」
に
載
せ
る
元
匡
の
伝
な
ど
に
も
、
音
律
と
尺
度
の
改
正
を
巡
る
論
議
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

「
訳
注
稿
（
一
）」
の
【
三
】
注
⑶
で
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
徂
徠
は
、『
漢
書
』「
律
暦
志
」
に
載
せ
る
累
黍
の
説
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
り
、「
黍
を
累
ね
て

尺
を
作
る
も
、
ま
た

儒
の

な
り
。
拓
跋
魏
の
時
、
劉
芳
・
元
匡
・
公
孫
崇
、
紛
競
し
て
決
せ
ず
、
宇
文

の
時
、
…
…

論
し
て
定
ま
ら
ず
、
宋
の
時
、

…
…
律
を
制
し
て
お
の
お
の
殊
な
る
を

て
、
以
て
知
る
べ
し
。
そ
れ
黍
に
肥
瘠
あ
り
て
、
大
小
定
ま
ら
ず
。
律
高
う
し
て
度
短
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る

は
、
其
の

小
を
取
る
。
律
濁にご
り
て
度
長
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る

は
、
其
の
大
を
取
る
。
み
な
言
を
黍
に
托
し
て
、
以
て
己
が

の
爲つく
ら
ま
く
欲
し
き

の

を
求
む
。
…
…
し

か
る
に

斜
黍
を
以
て
妙
解
と
爲
す

は
、
ま
た
不
學
の
過
ち
な
り
。」（『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
二
一
一
〜
二
一
二
頁
）
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
よ
っ

て
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
こ
の
記
述
（「
拓
跋
氏
…
…

制
作
、
以
新
一
時
耳
目
」）
は
、
北
魏
の
拓
跋
氏
が
、
古
の
周
・
漢
か
ら
魏
・
晋
へ
と
こ
れ
ま
で
受
け
継

が
れ
て
き
た
音
楽
の
基
準
音
を
引
き
継
ぐ
こ
と
を
せ
ず
、「

儒
の

」（
前
掲
「
度
考
」）
で
あ
る
累
黍
の
法
に
基
づ
い
て
、
新
た
に
音
律
の
基
準
を
求
め
た
こ

と
に
対
し
、
批
判
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
周
尺
ノ
考
」
に
は
、『
漢
書
』「
律
暦
志
」
に
載
せ
る
律
度
量
衡
と
累
黍
の
法
に

つ
い
て
、「
黍
ヲ
累
テ
尺
ト
ス
ル
ト
云
コ
ト
ハ
、
元
來
、

書
ノ
律

志
ヲ
本
文
ト
ス
。
律
度
量
衡
ノ
一
源
ナ
ル
コ
ト
ヲ
云
ヘ
ル
ニ
、
律
ト
量
ト
ハ
、
寸
法
ア
ル
モ

ノ
ナ
ル
ユ
ヘ
、
度
ヨ
リ
生
ス
ル
コ
ト
ハ
云
ニ

ハ
ズ
。
衡
ハ
、
ハ
カ
リ
ナ
リ
。
ハ
カ
リ
ノ
根
本
ハ
、
寸
法
ニ
テ
律
管
ヲ
切
リ
テ
、
律
管
ノ

ニ
イ
レ
タ
ル
黍
ノ
重
サ

ヲ
以
テ
、
ハ
カ
リ
ノ
目
ヲ
定
メ
タ
ル
コ
ト
ヲ
云
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
是
、
上
古
ノ

人
ノ
律
度
量
衡
ヲ
作
リ
タ
マ
ヘ
ル
昔
物
語
ヲ
、
カ
キ
傳
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。」
と

述
べ
た
上
で
、「
後
世
ニ
至
テ
ハ
、
黍
ノ
大
小
一
定
セ
サ
ル
ユ
ヘ
、
黍
ニ
テ
尺
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
、
曾
テ
一
定
ノ
證
據
ニ
ナ
リ
ガ
タ
シ
。
…
…
北

ノ
時
、
中
國
ノ

律
ヲ
ス
テ
ゝ
、
夷
狄
ノ

律
ニ
合
セ
テ
、
十
二
律
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
、
サ
リ
ト
テ
ハ
本
據
ノ
ナ
キ
コ
ト
ナ
ル
ユ
ヘ
、
拓
跋
魏
・
宇
文

ノ
尺
ハ
、
皆
、
黍
ノ
極

メ
テ
大
キ
ナ
ル
ヲ

テ
拵
タ
ル
コ
ト
、
是
、
又
、
隋
書
等
ニ
見
ヘ
タ
リ
。」
と
記
す
。

な
お
、『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」「
審
度
」
で
は
、
拓
跋
氏
北
魏
（
後
魏
）
の
尺
を
三
種
挙
げ
て
、「
七
、
後
魏

尺

實
比
晉

尺
一
尺
二
寸
七

。」

「
八
、
中
尺

實
比
晉

尺
一
尺
二
寸
一
分
一

。」「
九
、
後
尺

實
比
晉

尺
一
尺
二
寸
八
分
一

。
…
…
此
後
魏
初

東
西
分
國
、
後

未
用
玉
尺
之

、
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用
此
等
尺
。
…
…
」（
四
〇
四
〜
四
〇
五
頁
）
と
記
載
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
北
魏
で
は
尺
度
改
正
が
三
度
行
わ
れ
た
と
推
察
で
き
、
そ
れ
ら
の
尺
は
皆
、
晋
前

尺
（＝

周
尺
）
に
比
べ
、
か
な
り
長
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
徂
徠
の
『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
は
、
こ
の
『
隋
書
』
の
記
事
を
引
き
、「
拓
跋
魏
の

尺

隋
書
律

志
に
曰
は
く
、「
七
に
、
後
魏
の

尺
。
實
に
晉

尺
の
一
尺
二
寸
七

に
比
す
」
と
。
…
…
按
ず
る
に
こ
の
尺
、
乃
ち
後
世
大
尺
の

な
り
。
け
だ
し

夷
狄
、
尺
な
し
。
た
だ

の
粟

を
傳
へ
、
こ
れ
を
以
て
米
を
量
り
て
、
以
て
米

と
爲
す
。
の
ち
中
原
を
簒うば
ふ
と
き
、
驟には
か
に
嘉
量
の
制
を
聞
い
て
、
すなはち
其
の

を
以
て
嘉
量
と
爲
す
。
…
…
」「
拓
跋
魏
の
中
尺

隋
書
律

志
に
曰
は
く
、「
八
に
、
中
尺
。
實
に
晉

尺
の
一
尺
二
寸
一
分
一

に
比
す
」
と
。
…
…
け
だ
し

ま
た

尺
の
訛
長
す
る

な
り
。
拓
跋
魏
お
よ
そ
三
尺
あ
り
。
故
に

・
中
・
後
を
以
て
こ
れ
を
分
く
。」「
拓
跋
魏
の
後
尺

隋
書
律

志
に
曰
は
く
、「
九
に
、

後
尺
。
實
に
晉

尺
の
一
尺
二
寸
八
分
一

に
當
る
。
…
…
こ
の
後
魏
の
初
め
、

び
東
西
分
國
の
後
、
…
…
こ
れ
ら
の
尺
を

用
す
。
…
…
」
と
。
…
…
初
め
拓

跋
氏
の
尺
、

の
粟

に
因
り
て
生
ず
る
と
き
は
、
則
ち
尺
、
量
に
因
り
て
大
な
り
。
…
…
」（
一
九
八
〜
二
〇
〇
頁
）
と
述
べ
る
。
ま
た
、「
荻
生
考
（
第
六
二

冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ
考
」
に
も
、
同
じ
く
『
隋
書
』
の
記
事
を
引
き
、
拓
跋
北
魏
（
後
魏
）
の
音
律
に
対
す
る
考
え
を
著
し
た
記
述
が
見
え
る
の
で
、
長
文
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
載
せ
る
。「
一
、
魏
ノ

尺

是
ハ
、

尺
ニ
一
尺
二
寸
七

ト
ア
リ
。」「
一
、
魏
ノ
中
尺

是
ハ
、

尺
ニ
一
尺
二
寸
一
分
一

ト
ア
リ
。」

「
一
、
魏
ノ
後
尺

是
ハ
、

尺
ニ
一
尺
二
寸
八
分
一

ト
ア
リ
。」「
右
ノ
魏
ハ
、
拓
跋
魏
ナ
リ
。
拓
跋
魏
ノ
世
ニ
、
尺
、
三
度
替
レ
リ
。
何
ノ
故
ニ
長
シ
ト
云
コ

ト
ヲ
記
セ
ズ
。
後
ホ
ド

第
ニ
長
ク
ナ
リ
タ
ル
ナ
リ
。
後
魏
書
ノ
律

志
ニ
、
公
孫
崇
・
劉
芳
・
元
匡
、
三
人
ノ
臣
ニ
敕
シ
テ
、
黍
ヲ
累
ネ
テ
尺
ヲ
定
メ
シ
ム
ル

ニ
、
公
孫
崇
ハ
、
黍
ノ
長
サ
ヲ
一
分
ト
シ
、
劉
芳
ハ
、
黍
ノ
廣
サ
ヲ
一
分
ト
ス
。
元
匡
ハ
、
黍
ノ
廣
サ
二
ツ
ノ
サ
カ
ヒ
ト
取
テ
、
一
分
ト
ス
。
三
人
ノ

、
一
決
セ

ス
。
太
和
十
九
年
ニ
敕
詔
ア
リ
テ
、
黍
ノ
廣
サ
ヲ
一
分
ト
シ
、
九
十
黍
ヲ

鍾
ノ
長
サ
ト
シ
テ
、

律
ヲ
定
メ
タ
リ
、
ト
云
ヘ
リ
。
此
尺
、
右
ノ

・
中
・
後
、
三

種
ノ
尺
ノ

ニ
テ
、
何
レ
ニ
ア
タ
ル
ト
云
コ
ト
、
詳
ナ
ラ
ス
。
總
シ
テ
、
黍
ヲ
以
テ
尺
ヲ
定
メ
タ
ル
コ
ト
、

代
ニ
於
テ
、
是
ヲ
最
初
ト
ス
。
南

ノ

人
、
陳
仲

儒
ト
云
モ
ノ
、
北

ヘ
渡
リ
テ
、
南

ノ

律
ノ
コ
ト
ヲ
申
上
タ
ル
コ
ト
、
後
魏
書
ニ
詳
ナ
リ
。
然
レ
ハ
、
北

ニ
於
テ
、
中
國
古
ヨ
リ
ノ

律
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ニ
非

ズ
。
サ
レ
ト
モ
、
夷
狄
ノ

律
ニ
叶
ハ
サ
ル
ユ
ヘ
、
是
ヲ

バ
ズ
。
ヤ
ハ
リ
、
夷
狄
ノ

律
ヲ
用
ヒ
ン
ト
ス
レ
バ
、
本
據
ナ
キ
ニ
ヨ
リ
テ
、

書
律

志
ニ
載
タ

ル
劉

カ

ニ
、
黍
ノ
コ
ト
ア
ル
ニ
本
ヅ
キ
テ
、
新
タ
ニ
尺
ヲ
定
メ
テ
、
是
コ
ソ

理
正
シ
キ
古
ノ
尺
ナ
リ
、

律
ナ
リ
ト
云
、
ノ
ゝ
シ
リ
テ
、
南

ノ

律
ヲ

ハ
、
却
テ
鄭
衞
ノ

ナ
リ
ト
云
コ
ト
ニ
シ
タ
ル

ナ
リ
。
惣
体
、
南
北

ノ
時
分
、
南

ヨ
リ
ハ
北

ヲ
バ
夷
狄
ト
名
付
ケ
、
北

ヨ
リ
ハ
南

ヲ
島
夷
ト
名
付

ケ
、
相
互
ニ
天
子
ト
ハ
立
テ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
コ
ノ
段
、
日
本
ニ
テ
太
平
記
ノ
時
分
、
京

ノ

王
ヲ
モ
、
吉
野
ノ

王
ヲ
モ
、
ヤ
ハ
リ

王
ト
云
テ

ヒ
タ
ル
筋

ト
ハ
、
大
キ
ニ
替
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
又
、
後
世
、
元

・
淸

ニ
ハ
、
蒙
古
字
・
滿
字
ヲ
拵
ヘ
、
風
俗
モ
、
ヤ
ハ
リ
夷
狄
ノ
風
俗
ヲ
改
サ
ル
コ
ト
多
ケ
レ
ト
モ
、
拓
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跋
魏
ノ
比
ハ
、
衣

・
官
位
・
文
字
・

律
マ
デ
新
タ
ニ
制
作
シ
テ
、
夷
狄
ト
云
コ
ト
ヲ
ハ
、
殊
ノ
外
ニ
恥
ヂ
カ
リ
シ
テ
、

ノ
中
國
ノ
天
子
ト
立
タ
ル
コ
ト
ユ

ヘ
、
右
ノ

第
ノ
子
細
ナ
リ
。
コ
ノ
段
ハ
、

史
ノ
上
ニ
テ
、
委
細
シ
ル
ゝ
コ
ト
ナ
リ
。」

こ
こ
に
「
南

ノ

人
、
陳
仲
儒
ト
云
モ
ノ
、
…
…
後
魏
書
ニ
詳
ナ

リ
。」
と
言
う
の
は
、『
魏
書
』
巻
一
〇
九
「
楽
志
」
に
見
え
る
陳
仲
儒
の
上
奏
文
を
指
す
。

本
書
『
楽
律
考
』
の
こ
の
記
述
（「
拓
跋
氏
…
…

制
作
、
以
新
一
時
耳
目
」）
に
対
す
る
山
県
大
弐
の
注
は
、「
夷
狄
本
無
度
量
之
制
、

效
中
國
而
作
之
。

尺
自
長
、

自
濁
。

拓
跋
氏
簒
中
原
、
事
不
師
古
、
驟
作
律
度
量
衡
、

後
中
三
改
。
其
尺
比

・

古
尺
、
長

三
寸

。
詳
見
度
考
。」（
五
頁
）
と
記
す
。

【
六
】

東
魏
以
中
呂
爲

⑴鐘
。
蓋
互
換
歌
・
奏
⑵也
。
宇
文

以
南
・
舞
之
間
爲

⑶鐘
、
隋
承

⑷統
、
因
以
南
呂
爲

⑸鐘
。
皆
以
協
胡

⑹也
。

訓
読

東
魏
は
中
呂
を
以
て
黄クワウ
鐘シヨウと
為
す
。
蓋けだ
し
歌
・
奏
を
互
換
す
る
な
り
。
宇
文
周
は
南
・
舞
の
間
を
以
て
黄クワウ
鐘シヨウと
為
し
、
隋
は
周
統
を
承う
け
、
因
り
て
南
呂
を
以
て

黄クワウ
鐘シヨウと
為
す
。
皆
以
て
胡
音
に
協かな
は
し
む
る
な
り
。

訳北
魏
か
ら
分
裂
し
た
）
東
魏
（
五
三
四
〜
五
五
〇
）
は
、（
古
の
周
・
漢
か
ら
の
楽
制
で
は
）
仲
呂
（
に
当
た
る
音
高
）
を
黄こう
鐘しようと
し
た
。
思
う
に
、
歌
調
と
奏
調

を
互
い
に
取
り
替
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。（
鮮
卑
系
の
宇
文
氏
が
建
て
た
）
宇
文
周
（
北
周
、
五
五
七
〜
五
八
一
）
は
、
南
呂
と
無
射
の
間
（
の
音
高
）
を
黄こう

鐘しようと
し
、
隋
（
五
八
一
〜
六
一
八
）
は
宇
文
周
の
伝
統
を
継
承
し
た
た
め
、
南
呂
（
に
当
た
る
音
高
）
を
黄こう
鐘しようと
し
た
。
皆
、
そ
の
よ
う
に
し
て
胡
の
音
に
合
わ
せ
た

の
で
あ
る
。

注⑴

東
魏
以
中
呂
爲

鐘

こ
の
部
分
と
後
の
「
宇
文

以
南
・
舞
之
間
爲

鐘
」「
隋
…
…
以
南
呂
爲

鐘
」
と
あ
る
記
述
に
つ
い
て
、
荻
生
北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
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は
、「
東
魏
・
宇
文

・
隋
ノ

鍾
ハ
、
尺
ヲ
考
テ
イ
フ
。」
と
解
説
す
る
。
ま
た
、「
荻
生
考
（
第
五
七
冊
）」
所
収
「
楽
律
考
」
附
記
「
楽
律
ノ
考
」
に
は
、「

律
考
ニ
、

代
ノ

鐘
六
ツ
、
五
代
以
下

儒
ノ

鐘
五
ツ
ヲ
載
ス
。

代
ノ
尺
、

五
代
以
下

儒
ノ
用
ル
尺
ヲ
、
度
量
衡
考
ノ
尺
ノ

ニ
テ
、
晉

尺
ニ
引
合

セ
テ
、
何
律
ニ
當
ル
ト
云
。
尤
モ

ニ
不

、
長
サ
バ
カ
リ
ヲ
云
。
…
…

代
ノ

鍾
六
ツ
ト
云
ハ
、
魏
ノ
杜

カ

鍾
・
東
後
魏
ノ

鍾
・
宇
文

玉
尺
ノ

鍾
・
隋
ノ
開
皇
ノ

鍾
・
隋
ノ
萬
寶
常
カ
水
尺
ノ

鍾
・
宋
ノ
大
晟
ノ

鍾
ナ
リ
。」
と
見
え
る
。
よ
っ
て
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
徂
徠
の

『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
に
載
せ
る
各
代
の
尺
度
に
基
づ
い
て
黄
鐘
の
音
高
を
算
定
し
、
そ
れ
ら
各
代
の
黄
鐘
が
、
晋
前
尺
（＝

周
尺
）
に
よ
る
十
二
律
（
つ
ま
り

周
・
漢
代
の
本
来
の
音
律
の
制
度
）
の
上
で
は
ど
の
音
に
相
当
す
る
の
か
、
と
い
う
徂
徠
自
身
の
解
釈
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
掲
「
楽
律
ノ

考
」
に
言
う
「
魏
ノ
杜

カ

鍾
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
書
【
三
】
に
言
及
さ
れ
て
お
り
（「
訳
注
稿
（
一
）」
の
【
三
】
注
⑺
参
照
）、「
東
後
魏
ノ

鍾
」、

「
宇
文

玉
尺
ノ

鍾
」
及
び
「
隋
ノ
萬
寶
常
カ
水
尺
ノ

鍾
」
が
、
こ
の
【
六
】
の
部
分
に
述
べ
る
東
魏
・
宇
文
周
・
隋
代
の
黄
鐘
に
当
た
る
（
宇
文
周
と

隋
の
黄
鐘
に
関
し
て
は
、
後
の
注
⑶
⑸
を
参
照
）。
東
魏
の
黄
鐘
に
関
す
る
徂
徠
の
解
釈
の
詳
細
は
、
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」「
審
度
」
に
は
、「
十
、
東
後
魏
尺

實
比
晉

尺
一
尺
五
寸
八
毫
。
此
是
魏
中
尉
元
延

、
累
黍
用

之
廣
爲
尺
、
齊

因

而
用
之
。」
と
あ
り
、
東
魏
で
は
、
拓
跋
北
魏
の
時
に
元
延
明
と
い
う
者
が
累
黍
の
法
に
よ
っ
て
作
っ
た
尺
を
用
い
た
と
い
う
。
な
お
、
同
書
で
は
そ
の
後
に
続
け

て
、「
魏
收
魏
史
律

志
云
、「
公
孫
崇
永
平
中
、
更

新
尺
、
以
一
黍
之
長
、
累
爲
寸
法
。

太
常
卿
劉
芳
、

詔
修

、
以

黍
中

一
黍
之
廣
、

爲
一
分
。

而
中
尉
元
匡
、
以
一
黍
之
廣
、
度
黍
二

、
以
取
一
分
。
三
家
紛
競
、
久
不
能
決
。
太
和
十
九
年
高

詔
、
以
一
黍
之
廣
、
用
成
分
體
、
九
十
之
黍
、

鍾
之
長
、

以
定
銅
尺
。

司
奏
從

詔
、
而
芳
尺
同
高

制
、
故

典
修
金
石
。
迄
武
定
未

論
律

。」」（
四
〇
五
頁
）
と
記
す
が
、
徂
徠
の
『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
で

は
、
こ
の
部
分
は
引
か
ず
に
、
前
掲
の
記
述
の
み
引
用
し
、「
東
後
魏
の
尺

隋
書
律

志
に
曰
は
く
、「
十
に
、
東
後
魏
の
尺
。
實
に
晉

尺
の
一
尺
五
寸
八
毫
に

比
す
。
こ
れ
は
こ
れ
魏
の
中
尉
の
元
延

、
黍
を
累
ね

の
廣
を
用
て
尺
と
爲
し
、
齊

因
り
て
こ
れ
を
用
ふ
」
と
。
按
ず
る
に
こ
れ
東
魏
・
北
齊
の
尺
な
り
。

…
…
こ
の
尺
特
に
黍
を
累
ね
て
こ
れ
を
作
る
。
…
…
し
か
れ
ど
も
黍
も
と
準
な
く
、
お
の
お
の
其
の
欲
す
る

に
從
ふ
。
東
魏
も
ま
た
大
量
・
大
尺
を

用
す
。
故

に

に
こ
の
大
尺
を
作
る
の
み
。」（
二
〇
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ
考
」
に
、「
東
後
魏
ノ
尺

是
ハ

尺
ニ

テ
一
尺
五
寸
八
毫
ト
ア
リ
。
コ
ノ
東
後
魏
ト
云
ハ
、
拓
跋
魏
、
後
ニ
二
ニ
分
リ
、
東
魏
・
西
魏
ト
云
。
ソ
ノ
東
魏
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
元
延

ト
云
モ
ノ
ニ
敕
シ
テ
、
黍

ノ

ヲ
以
テ
一
分
ト
シ
テ
、
此
尺
ヲ
定
メ
シ
ム
後
ニ
、
東
魏
ヲ
臣
下
高

奪
テ
、
是
ヲ
北
齊
ト
云
。
北
齊
マ
テ
此
尺
ヲ
用
タ
リ
。」
と
あ
り
、
本
書
『
楽
律
考
』

の
後
半
部
（【
二
五
】）
に
は
、
東
魏
の
黄
鐘
律
長
に
つ
い
て
詳
し
い
数
値
を
載
せ
て
、「
東
後
魏

鐘
、
一
尺
三
寸
五
分
七
マ
マ
毫
）
二
マ
マ
絲
）

毫

。
折

得
六
寸
七
分
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マ
マ
五

）

八

マ
マ
三
毫
六
絲
）

六
毫

、
爲
中
呂
也
。」
と
記
す
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
併
せ
る
と
、
東
魏
で
は
仲
呂
を
黄
鐘
と
し
た
（「
東
魏
以
中
呂
爲

鐘
」）
と
す
る
徂
徠
の
解
釈
が
、

次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

①
晋
前
尺
（＝

周
・
漢
の
尺
）
に
よ
る
黄
鐘
律
長
九
寸：

東
魏
の
黄
鐘
律
長＝

一
尺：

一
尺
五
寸
八
毫

②
東
魏
の
黄
鐘
律
長＝

0.9×
1.5008＝

1.35072＝

一
尺
三
寸
五
分
七
毫
二
絲

③
一
尺
三
寸
五
分
七
毫
二
絲
の
律
長
を
一
オ
ク
タ
ー
ヴ
上
げ
る
と
（×

1/2＝
0.67536

）、
六
寸
七
分
五

三
毫
六
絲
と
な
る
。

④
こ
の
律
長
（
六
寸
七
分
五

三
毫
六
絲
）
は
、
仲
呂
律
長
（
本
書
『
楽
律
考
』
後
半
部
に
「
六
寸
七
分
四

一
毫
九
絲
」
と
記
す
。
三
分
損
益
律
で
は
六
寸
六

分
五

九
毫
あ
ま
り
）
の
近
似
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
周
・
漢
代
か
ら
の
本
来
の
楽
制
に
お
け
る
仲
呂
の
音
高
に
相
当
す
る
。

た
だ
し
、
本
書
『
楽
律
考
』【
二
五
】
に
載
せ
る
東
魏
の
黄
鐘
律
長
は
、「
一
尺
三
寸
五
分
（
零
）
七
毫﹅
二
絲﹅
」
で
あ
る
と
こ
ろ
を
、

の
位
を
誤
っ
て
繰
り
上

げ
、「
一
尺
三
寸
五
分
七
﹅
二
毫﹅
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
誤
記
の
ま
ま
折
半
し
て
計
算
し
、「
六
寸
七
分
五

三
毫
六
絲
」
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
を
「
六
寸

七
分
八

六
毫
」（1.3572×

1/2＝
0.6786

）
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
多
く
の
伝
本
が
、
こ
の
二
か
所
の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
が
、
訳
注
者
が
目
に
し

た
伝
本
の
う
ち
、
雁
門
摘
註
本
と
岩
瀬
本
で
は
、
正
し
い
律
長
に
訂
正
さ
れ
て
い
た
。
岩
瀬
本
は
、
頭
注
に
「
五

三
毫
、
本
作
八

マ
マ
六
）

七

毫
。
宇
惠
曰
、
如
後

改
則
三
毫
下
當

六
絲
二
字
。」
と
記
す
。「
宇
惠
」
と
は
、
徂
徠
の
門
弟
で
あ
る
宇
佐
美

水
（
一
七
一
〇
〜
一
七
七
六
）
で
あ
る
。
ま
た
、

水
の
系
統
を
引
く

松
江
藩
の
松
原
基
（
一
七
四
九
〜
一
八
二
〇
）
の
編
に
よ
る
消
暑
本
の
当
該
箇
所
の
頭
注
に
は
、「
…
…
叔

手
跡
、
毫
、
絲
、
五
、
三
、
如
後
改
則
三
毫
下
當

六
絲
二
字
。」
と
あ
り
、「
叔

」
つ
ま
り
荻
生
北
渓
が
こ
の
誤
り
を
訂
正
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

⑵

蓋
互
換
歌
・
奏
也

こ
こ
に
見
え
る
「
歌
・
奏
」
と
は
、
徂
徠
が
自
身
の
楽
論
に
お
い
て
再
三
論
じ
て
き
た
「
歌
調
」
と
「
奏
調
」
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
徂
徠
の
「
歌
調
」「
奏
調
」
に
関
す
る
見
解
は
、
特
に
、『
琴
学
大
意
抄
』
の
「
琴
七
絃
十
三
徽
ノ
定
位
ノ
事
」
に
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、「
古
ニ
カ歌

テウ
・
ソウテウ
奏

ト
云
コ
ト
ア
リ
。
歌
ト

ト
別

子
ニ
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
。
…
…
歌
ト

ト
ノ

子
ヲ
別
ニ
シ
テ
、
順
八

六
ヲ
以
テ
合
ス
ル
コ
ト
、
古
ノ
法
ナ
リ
。
是
ヲ

和
ト
イ
フ
ナ
リ
。

ニ
和クハ
・
應ヲウ
ト
云
コ
ト
ア
リ
。
應ヲウ
ト
云
ハ
、
同
聲
相
應
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、

鍾
ニ

鍾
ヲ
合
セ
、
平

ニ
平

ヲ
合
ハ
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
。
和
ト
云

ハ
、

鍾
ニ
平

ヲ
合
セ
、
平

ニ
般

ヲ
合
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
。
是
順
八

六
ナ
リ
。
…
…

ノ
中
ニ
、
琴
ハ

ニ
云
ヘ
ル
如
ク
、

ノ
統トウ
、
八

ノ
首シユ
ニ
テ
、

コ
ト
ニ
人
ノ
聲
ニ
親
シ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ユ
ヘ
、
琴
バ
カ
リ
ヲ
、
歌
ト
同

ニ
シ
テ

ス
ル
ナ
リ
。
歌
ト

ト
別

ナ
ル
ト
キ
ハ
、

ノ

ニ
引
立
ラ
レ
テ
、
覺
エ
ス
同

ニ
移
ル
ユ
ヘ
ニ
、
琴
ニ
歌
ノ
聲
ヲ
寄
セ
テ
、
コ
レ
ヲ
便
リ
ニ
シ
テ
歌
フ
コ
ト
ナ
ル
ヘ
シ
。
絃
ヲ
コ
ト
ニ
堂
上
ニ
置
ク
モ
、
歌
ト
同

ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
歌
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ノ

子
ヲ
歌

ト
シ
、

ノ

子
ヲ
奏

ト
シ
テ
、
歌
一
越

ナ
レ
ハ
、

ハ

鍾

、
歌

鍾

ナ
レ
ハ
、

ハ
平

、
歌
平

ナ
レ
ハ
、

ハ
般

、
歌
雙

ナ
レ
ハ
、

ハ
一
越

ナ
リ
。
コ
レ
歌カ
テウ
・
奏ソウテウ
ノ
イ
ワ
レ
ナ
リ
。
琴
ハ
歌
ト
同

ナ
レ
ハ
、
モ
ト
ヨ
リ
歌

ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
奏

ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、
世

末
ニ

ル
ニ
從
ヒ
テ
、
人
ノ
心
卑
劣
ニ
ナ
リ
、

ノ
親
シ
ク
合
ヒ
タ
ル
ヲ
面
白
ク
思
テ
、
六
八
ヲ
以
テ
合
ス
ル
ヲ
ハ
、
外
ノ
事
ヲ
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
思
ヒ
、

ニ
ハ
歌
ヲ

モ

ヲ
モ
、
同

ニ
シ
テ
合
セ
ケ
ル
ヨ
リ
、
琴
ニ
モ
奏

ア
ル
ナ
リ
。
…
…
カ
ク
古
ハ
、
歌

・
奏

分
レ
タ
ル
ヲ
、
後
ニ
ハ
歌

ヲ
モ

ニ
用
ヒ
、
奏

ヲ
モ
歌

ニ
用
タ
ル
ヨ
リ
、
渡
物
ト
云
事
出
來
タ
ル
ナ
リ
。」
と
見
え
る
。
ま
た
、
徂
徠
の
『
楽
制

』
に
は
、「
古

歌
・
奏
異
均
、
歌
母
則
奏
子
、
歌
子
則
奏
母
。
蓋
律

應

和
、
同
聲
相
應
、
倍
律
子
律
是
也
。
子
母
相
和
、
隔
六
隔
八
是
也
。
…
…
但
世

俗
漓
、
人

、
滔
滔
不

。

於
隋
鄭
譯
・
蘇

云
、
今

府

鐘
、

乃
以
林
鐘
爲

首
、
失
君
臣
之
義
。
則
宋
姜

謂
歌
・
奏
異
均
之
法
、
自

始
失
之

不
啻
也
。
本
邦
中
世
亦
失
此
法
。
琴

由
廢
、

以
中
呂
爲

鐘
。
如

律

云
耳
。」
と
あ
る
。
こ
こ
に
「
隋
鄭
譯
・
蘇

云
…
…
」
と
言
う
の
は
、『
隋
書
』
巻
一
四
「
音
楽
志
中
」
に
、「
譯
又
與

俱
云
、「
案
今

府

鍾
、
乃
以
林

鍾
爲

首
、
失
君
臣
之
義
、
淸

鍾
宮
、
以
小
呂
爲
變

、
乖
相
生
之

。
今

鍾
宮
、
以

鍾
爲

首
、
淸

去
小
呂
、

用

爲
變

。」
衆
皆

從
之
。」（
三
四
七
頁
）
と
あ
る
記
事
を
引
い
た
も
の
で
あ
り
、「
宋
姜

謂
…
…
」
と
言
う
の
は
、『
宋
史
』
巻
一
三
一
「
楽
志
六
」
に
、「
姜

乃

大

議
于

。

言
、「
…
…

官
歌
奏
、
取
陰
陽
相
合
之
義
。
歌

、
登
歌
・
徹
歌
是
也
、
奏

、
金
奏
・
下
管
是
也
。
奏
六
律
主
乎
陽
、
歌
六
呂

乎
陰
、
聲
不
同
而
德

相
合
也
、
自

以
來
始
失
之
。
…
…
」」（
三
〇
五
〇
〜
三
〇
五
三
頁
）
と
あ
る
記
事
を
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
も
、
徂
徠
著
『
南
留
別
志
』
巻
二
に
、

「
…
…
古
は

の

と
歌
の

と
、
六
八
に
て
あ
は
せ
て
、
同

に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
と
お
し
は
か
り
ぬ
る
も
、
五

の
名
、
琵
琶
と
笛
と
お
な
じ
か
ら
ぬ
を
見
て
、

い
よ
〳
〵
さ
お
も
ひ
さ
だ
め
ぬ
。
東
に
む
ま
れ
て
堂
上
の
ま
じ
ら
ひ
を
せ
ざ
れ
ば
、
管
絃
の

の
お
く
ふ
か
き
事
も
し
ら
ね
ど
も
、
ひ
と
つ
ふ
た
つ

ひ
た
る
事
に

て
お
し
も
と
む
る
に
、
い
さ
ゝ
か
も

ふ
事
な
し
。」（
一
〇
四
頁
）
と
あ
り
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
【
一
八
】
や
、
徂
徠
の
書
簡
（『
徂
徠
集
』
巻
二
三
所
収
「
與

藪
震

」
第
四
書
等
）
な
ど
に
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
徂
徠
の
歌
調
・
奏
調
の
説
を
要
略
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ

う
。一

、
古
の
音
楽
は
、
歌
の
調
子
で
あ
る
「
歌
調
」
と
、
楽
器
の
調
子
で
あ
る
「
奏
調
」
が
、
順
八
逆
六
（
三
分
損
益
）
で
得
ら
れ
る
音
程
（
完
全
五
度
あ
る
い
は

完
全
四
度
）
を
隔
て
、
異
な
る
音
高
で
和
し
て
（
和
声
的
関
係
を
保
ち
な
が
ら
）
演
奏
し
た
。

二
、
た
だ
し
、
歌
と
共
に
奏
さ
れ
る
「
琴
」
だ
け
は
、
楽
器
で
あ
っ
て
も
「
奏
調
」
で
は
な
く
、「
歌
調
」
の
方
を
奏
し
た
。（
こ
の
「
琴
」
と
は
、
中
国
紀
元
前

を
起
源
と
す
る
弦
楽
器
で
、
孔
子
が
愛
好
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
古
く
か
ら
君
子
の
修
養
の
た
め
の
楽
器
と
し
て
、
儒
家
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
七
弦
の
「
琴きん
」

四
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（「
古
琴
」「
七
弦
琴
（
七
絃
琴
）」
と
も
称
す
る
）
を
指
す
。
徂
徠
は
こ
の
琴きん
を
愛
好
し
、
琴きん
の
古
楽
譜
に
対
す
る
研
究
を
行
い
、『
幽
蘭
譜
抄
』
と
『
琴
学
大

意
抄
』
を
著
し
た
。
詳
し
く
は
拙
著
『
国
宝
『

石
調
幽
蘭
第
五
』
の
研
究
』
を
参
照
。）

三
、
時
代
が
下
る
に
従
い
、
歌
も
楽
器
も
皆
、
同
音
で
合
わ
せ
て
歌
い
奏
す
る
よ
う
に
な
り
、
唐
代
か
ら
、「
歌
調
」
と
「
奏
調
」
を
別
調
で
和
す
と
い
う
こ
と

が
失
わ
れ
始
め
て
し
ま
っ
た
。

以
上
の
説
に
基
づ
く
と
、
徂
徠
が
本
書
『
楽
律
考
』
の
こ
の
部
分
で
「
東
魏
以
中
呂
爲

鐘
。
蓋
互
換
歌
・
奏
也
。」
と
述
べ
る
の
は
、
東
魏
の
時
、
黄
鐘
の
音

高
が
完
全
五
度
下
の
仲
呂
へ
移
行
し
た
と
い
う
、
そ
の
黄
鐘
と
仲
呂
間
の
音
程
が
、
ち
ょ
う
ど
歌
調
・
奏
調
間
の
音
程
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
、
歌
調
と
奏
調
を
互

い
に
取
り
替
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
で
、
黄
鐘
の
音
高
が
五
度
も
下
が
る
と
い
う
大
幅
な
移
行
が
起
こ
っ
た
、
と
い
う
自
身
の
解
釈
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
山
県
大
弐
の
注
に
も
、
同
様
の
解
説
が
見
え
る
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
但
東
魏
以
中
呂
爲

鐘

濁
亦
甚
焉
。
而
中
呂
隔
八
自
與

鐘
相
和
也
。
古

歌
・
奏
不
同
均
、
歌

鐘
則
奏
以
中
呂
和
之
、
歌
太
簇
則
南
呂
和
之
。

律
無
不
皆
然
。
而
東
魏
之
律
、

與
其
法
同
。
故
曰
互
換
歌
・
奏
也
。」（
六
頁
）

⑶

宇
文

以
南
・
舞
之
間
爲

鐘

『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」「
審
度
」
の
「
十
一
、
蔡

銅

尺
」
の
条
に
、「
後

玉
尺
、
實
比
晉

尺
一
尺
一
寸
五
分

八

。
從
上
相
承
、

銅

一
、
以
銀
錯
題
、
其
銘
曰
、「

、

鍾
之
宮
、
長
九
寸
、

九
分
、
容

黍
一
千
二
百
粒
、

重
十
二

、
兩
之
爲
一
合
。
三
分

損

、
轉
生
十
二
律
。」

孝
孫
云
、「
相
承
傳
是
蔡

銅

。」
後

武

保
定
中
、
詔

大
宗
伯
盧
景
宣
・
上
黨
公
長
孫
紹

・
岐
國
公

斯

等
、
累
黍

尺
、

從

不
定
。
後
因
修
倉
掘
地
、
得
古
玉
斗
、
以
爲
正

、
據
斗

律
度
量
衡
。
因
用
此
尺
、
大
赦
、
改
元
天
和
、
百
司
行
用
、

於
大
象
之
末
。
其
律

鍾
、
與
蔡

古

同
。」（
四
〇
五
〜
四
〇
六
頁
）
と
あ
り
、
同
「
律
暦
志
上
」
の
「
嘉
量
」
に
、「
後

武

「
保
定
元
年
辛
巳
五

、
晉
國

倉
、
獲
古
玉
斗
。

五
年
乙

酉

十

、
詔
改
制
銅
律
度
、

致
中
和
。
…
…
」」（
四
一
〇
頁
）
と
あ
り
、
宇
文
氏
の
北
周
（
後
周
）
で
は
、
累
黍
の
法
で
尺
を
作
ろ
う
と
し
た
も
の
の
、
定
ま

ら
ず
、
そ
の
後
、
古
い
玉
斗
が
出
土
し
た
た
め
、
こ
れ
を
使
っ
て
律
度
量
衡
を
作
り
、
改
制
し
て
用
い
た
と
い
う
。
徂
徠
の
『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
で
は
、
前
掲

『
隋
書
』
の
「
十
一
、
蔡

銅

尺
」
の
条
を
引
い
て
、「
後

の
玉
尺

隋
書
律

志
に
曰
は
く
、「
十
一
に
、
蔡

が
銅どうやく
尺
。
後

の
玉
尺
。
實
に
晉

尺
の

一
尺
一
寸
五
分
八

に
比
す
。
從
上
相
ひ
承
け
て
、
銅

一
あ
り
。
銀
錯
を
以
て
題
す
其
の
銘
に
曰
は
く
、「

。

鍾
の
宮
。
長
さ
九
寸
、

九
分
。

黍
一

千
二
百
粒
を
容
る
。
はか
る
に
重
さ
十
二

、
こ
れ
を
兩
に
し
て
一
合
と
爲
す
。
三
分
損

、
轉
じ
て
十
二
律
を
生
ず
」
と
。

孝
孫
云
ふ
、「
相
ひ
承
け
て
傳
ふ
こ

れ
蔡

が
銅

」
と
。
後

の
武

保
定
脱
カ
）

中

に
、
詔
し
て
大
宗
伯
の
盧
景
宣
、
上
黨
公
の
長
孫
紹

、
岐
國
公
の

斯

ら
を

は
し
て
、
黍
を
累
ね
尺
を

ら
し

む
る
に
、
從

定
ま
ら
ず
。
の
ち
倉
を
修
め
地
を
掘
る
に
因
り
て
、
古
玉
斗
を
得
。
以
て
正

と
爲
し
、
斗
に
據
り
て
律
度
量
衡
を

る
。
因
り
て
こ
の
尺
を
用
ひ

四
一
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て
、
大
赦
し
て
元
を
天
和
と
改
む
。
百
司
行
用
し
て
、
大
象
の
末
に

ふ
」
と
。
按
ず
る
に
こ
れ

ち
後

の
玉
尺
、
隋
の
い
ま
だ
陳
を
平
ら
げ
ざ
る
の

に
至
る

ま
で
こ
れ
を
用
ふ
。

ま
た
こ
れ
を
以
て
法
尺
と
爲
し
、
…
…
。
け
だ
し
北

、

に
至
り
て
文

を
崇

し
、
古

を
模
倣
し
、
度
量
を
改
め
ん
と
欲
す
。
し
か

れ
ど
も
南

の
制
に
したがふ
こ
と
を

み
て
、
因
り
て
こ
の
尺
を
作
る
。
故
に
尺
は
な
は
だ
拓
跋
氏
の

尺
よ
り
短
う
し
て
、
南
尺
と
相
ひ

き
の
み
。
い
は
ゆ
る
蔡

が
銅

と
い
ふ

、
ま
た

に
憑
る
な
し
。
乃
ち
劉

を
以
て
張
衡
と
爲
す
の
比
な
り
。

、

・
隋
を
承
け
て
、
北

を
以
て

統
と
爲
す
、
ま
た
文
中
子
が

。
故
に
こ
の
尺
を
以
て
眞

尺
と
爲
し
、
以
て
法
物
を
作
る
。
…
…
」（
二
〇
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ

考
」
に
は
、「
後

ノ
玉
尺

是
ハ

尺
ニ
テ
一
尺
一
寸
五
分
八

ト
ア
リ
。
宇
文

ノ
武

ノ
保
定
年
中
ニ
、
盧
景
宣
・
長
孫
紹

・

斯

、
三
人
ニ
敕
シ
テ
、

黍
ヲ
以
テ
尺
ヲ
作
ラ
シ
ム
ル
ニ
、
長
短
一
決
セ
ズ
。
後
ニ
地
ヲ
掘
テ
、
玉
斗
ヲ
掘
出
シ
、
是
、
古
ノ

尺
ナ
リ
ト
テ
、
是
ニ
テ
律
度
量
衡
ヲ
作
リ
、
後

ノ
世
ニ

ハ
、
百
官
是
ヲ

用
ス
。

ノ
代
ニ
モ
、
此
尺
ニ
テ

律
ヲ
定
ム
。
玉
斗
ヨ
リ
出
タ
ル
尺
ナ
ル
ユ
ヘ
、
玉
尺
ト
云
。
又
、
蔡

カ
銅

ト
云
モ
ノ
モ
、
此
尺
ト
同
シ

キ
ト
テ
、
銅

尺
ト
モ
云
。
蔡

ハ
後

ノ
代
ノ
人
ナ
リ
。」
と
見
え
る
。
さ
ら
に
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
後
半
部
（【
二
五
】）
に
は
、
後
周
（
宇
文
周
、
北
周
）

の
黄
鐘
律
長
に
つ
い
て
詳
し
い
数
値
を
載
せ
、「
後

・

玉
尺

鐘
、
一
尺
零
四
分
二

二
毫
。
折

得
五
寸
二
分
一

一
毫
、
爲
南
呂

也
。」
と
記
す
。
こ
れ

ら
の
記
述
を
併
せ
る
と
、
宇
文
周
で
は
南
呂
と
無
射
の
間
を
黄
鐘
と
し
た
（「
宇
文

以
南
・
舞
之
間
爲

鐘
」）
と
す
る
徂
徠
の
解
釈
が
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き

る
だ
ろ
う
。

①
晋
前
尺
（＝

周
・
漢
の
尺
）
に
よ
る
黄
鐘
律
長
九
寸：
宇
文
周
の
黄
鐘
律
長＝

一
尺：

一
尺
一
寸
五
分
八

②
宇
文
周
の
黄
鐘
律
長＝

0.9×
1.158＝

1.0422＝

一
尺
四
分
二

二
毫

③
一
尺
四
分
二

二
毫
の
律
長
を
一
オ
ク
タ
ー
ヴ
上
げ
る
と
（×

1/2＝
0.5211

）、
五
寸
二
分
一

一
毫
と
な
る
。

④
こ
の
律
長
（
五
寸
二
分
一

一
毫
）
は
、
南
呂
律
長
（
本
書
『
楽
律
考
』
後
半
部
に
「
五
寸
三
分
五

一
毫
四
絲
」
と
記
す
。
三
分
損
益
律
で
は
五
寸
三
分
三

三
毫
あ
ま
り
）
と
無
射
律
長
（
本
書
で
は
「
五
寸
零
五

零
八
絲
」、
三
分
損
益
律
で
は
四
寸
九
分
九

四
毫
あ
ま
り
）
の
間
の
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

周
・
漢
代
か
ら
の
本
来
の
楽
制
に
お
け
る
南
呂
と
無
射
の
間
の
音
高
、
つ
ま
り
南
呂
よ
り
や
や
高
い
音
高
に
相
当
す
る
。

⑷

隋
承

統

宇
文
周
よ
り
禅
譲
を
受
け
て
建
国
し
た
隋
は
、『
隋
書
』
巻
一
四
「
音
楽
志
中
」
に
、「
開
皇
二
年
、
齊

門
侍

之
推
上
言
、「
禮

、
其

來
自
久
。
今
太
常

、
竝
用
胡
聲
、

梁
國
舊
事
、
考

古
典
。」
高

不
從
、
曰
、「
梁

國
之

、
奈
何

我
用

。」
是
時

因

、
命
工
人
齊
樹

提

校

府
、
改
換
聲
律
、

不
能

。
俄
而

國
、

公
鄭
譯
奏
上
、

更
修
正
。
於
是
詔
太
常
卿
牛
弘
・
國
子
祭
酒
辛
彥
之
・
國
子
博
士
何

等
議
正

。
然
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淪
謬

久
、

律
多
乖
、
積
年
議
不
定
。
高

大
怒
曰
、「
我

天
命
七
年
、

府

歌

代
功
德

。」
命
治
書
侍
御
史
李

、
引
弘
等
下
、
將
罪
之
。

奏
、

「
武
王
克
殷
、
至

公
相

王
、
始
制
禮

。
斯
事
體
大
、
不
可

。」
高

稍
解
。」（
三
四
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
当
初
、
宇
文
周
の
宮
廷
音
楽
と
そ
の
楽

制
を
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑸

隋
承

統
、
因
以
南
呂
爲

鐘

前
の
注
⑷
に
述
べ
た
よ
う
に
、
隋
朝
の
楽
制
は
初
め
宇
文
周
の
も
の
を
踏
襲
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
早
く
か
ら
問
題
視

さ
れ
て
お
り
、
楽
制
改
革
が
行
わ
れ
た
。
音
律
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
、
基
準
音
と
な
る
黄
鐘
の
音
高
が
改
定
さ
れ
た
こ
と
は
、『
隋
書
』「
音
楽
志
」
及
び
「
律
暦

志
」
等
か
ら
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
隋
書
』
の
記
事
に
対
す
る
解
釈
の
違
い
な
ど
か
ら
、
音
律
制
度
の
改
定
時
期
や
施
行
期
間
、
及
び
そ
の
実
態
な
ど
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
理
解
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
詳
し
く
は
、
長
谷
部
剛
・
山
寺
三
知
・
佐
藤
大
志
・
釜
谷
武
志
・
狩
野
雄
「『
隋
書
』
音
楽
志
訳

注
稿
（
四
）」、
渡
辺
信
一
郎
『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
｜
｜
日
本
雅
楽
の
源
流
』「
第
二
部

天
下
大
同
の
楽
｜
｜
隋
の
楽
制
改
革
と
そ
の
帝
国
構
造
」
一
七
一

〜
一
七
四
、
二
一
八
〜
二
二
九
頁
、
狩
谷
棭
斎
著
・
冨
谷
至
校
注
『
本
朝
度
量
権
衡

１
』
二
一
四
〜
二
二
〇
頁
を
参
照
）。

そ
こ
で
、
隋
朝
に
お
け
る
音
律
の
変
遷
を
、
徂
徠
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
の
か
を
概
観
し
た
上
で
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
こ
の
記
述
が
、
隋
朝
に
お
け
る

ど
の
音
律
に
基
づ
い
て
述
べ
た
も
の
か
、
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
徂
徠
の
『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
で
は
、「
梁
の
表
尺

…
…
梁
こ
れ
を
用
ひ
て
影
表
を
作

り
、
隋
の
大
業
中
に
、
以
て
律
呂

を
制
す
る
の
み
。
ほか
に
は
施
用
せ
ず
。」「
宋
氏
尺

…
…
按
ず
る
に
こ
れ
、
宋
・
齊
お
よ
び
宇
文

の
初
め
に
用
ふ
る

の

尺
な
り
。
宇
文

に
こ
れ
を
鐵
尺
と
謂
ふ
。
隋
の
開
皇
の
初
、
陳
を
平
ら
ぐ
る
後
に

び
て
、
ま
た
み
な
こ
れ
を
用
ひ
て
律
を

ふ
。
…
…
こ
こ
に
謂
へ
ら
く
、
宇

文

、
齊
を
平
ぐ
る
の
後
、
こ
の
鐵
尺
を
用
ひ
て
律
度
量
を
作
る
。
其
の
後
、
改
め
て
玉
尺
を
用
ふ
。
宣
帝
の
時
、
群
臣
議
し
て
ま
た
鐵
尺
を
用
ひ
ん
と
欲
し
て
い

ま
だ
果
さ
ず
。
隋
、
禪
を
受
く
る
に
至
つ
て
、
な
ほ
玉
尺
を
用
ふ
。
陳
を
平
ら
ぐ
る
の
後
、
卒
に
ま
た
鐵
尺
を
用
ふ
と
。」「
拓
跋
魏
の
後
尺

…
…
開
皇
の
官
尺
・

後

の
市
尺
、
み
な
こ
れ
と
同
じ
。」「
按
ず
る
に
こ
れ

ち
後

の
玉
尺
、
隋
の
い
ま
だ
陳
を
平
ら
げ
ざ
る
の

に
至
る
ま
で
こ
れ
を
用
ふ
。」「
隋
水
尺

…
…
按

ず
る
に
こ
れ
萬
寶
常
、
こ
の
尺
を
作
り
、
以
て
律
呂
を
制
す
。
し
か
う
し
て

に
用
ふ
る

な
し
。」（
一
八
八
〜
一
八
九
、
一
九
三
〜
一
九
六
、
一
九
九
、
二
〇
一

〜
二
〇
二
頁
）
と
あ
り
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ
考
」
に
は
、「
隋
ノ
水
尺

是
ハ

尺
ノ
一
尺
一
寸
八
分
六

ト
云
ヘ
リ
。
總
シ
テ
隋
ノ
代

ニ
ハ
、

々
ノ
尺
ヲ
用
タ
リ
。
開
皇
ノ
官
尺
ト
云
ハ
、
拓
跋
魏
ノ
後
尺
ナ
リ
。
…
…
開
皇
ノ
鍾
律
尺
ト
云
ハ
、
宋
尺
ナ
リ
。
…
…
是
ハ

律
ニ
バ
カ
リ
用
タ
リ
。
コ

ノ
水
尺
ハ
、
萬
寶
常
ト
云
、
西
域
ノ

人
ノ

律
ヲ
定
タ
ル
尺
ナ
リ
。
宋
尺
ニ
テ
切
リ
タ
ル
律
ノ
、
南
呂
ノ
倍
聲
ヲ

鍾
ト
定
メ
タ
リ
。
南
呂
ハ
水
ニ
象
ト
ル
ユ

ヘ
、
水
尺
ト
號
ス
。
是
モ

律
ニ
バ
カ
リ
ニ
テ
、
世
間

用
ノ
尺
ニ
非
ス
。
又
、

ノ
大
業
年
中
ニ
至
テ
ハ
、
梁
ノ
表
尺
ヲ
以
テ

律
ヲ
定
ム
。
是
、
又
、
世
間

四
三
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用
ノ
尺
ニ
非
ズ
。

律
ニ
バ
カ
リ
用
タ
ル
ナ
リ
。
惣
シ
テ
隋
ノ
代
ニ
、
尺
、
色
々
ニ
替
ル
コ
ト
、
コ
ノ
時
、
天
下
ヲ
一
統
シ
テ
、
四
夷
ヲ
悉
從
ヘ
、
四
夷
ノ

、
悉
ク
集
マ
ル
。
ソ
ノ

ニ
テ
、
天
子
ノ
心
ニ
叶
タ
ル
ヲ
用
タ
ル
ユ
ヘ
、

律
モ
度
々
替
リ
、
尺
モ
、
ソ
レ
ニ
ツ
レ
テ
度
々
改
レ
ル
ナ
リ
。」
と
見
え
る
。
以
上

を
ま
と
め
る
と
、
徂
徠
は
、
隋
朝
で
用
い
ら
れ
た
尺
に
、

拓
跋
魏
の
後
尺＝

開
皇
の
官
尺
、

後
周
の
玉
尺
、

宋
氏
尺＝

鉄
尺＝

開
皇
の
鐘
律
尺
、

隋
の
万

宝
常
の
水
尺
、

梁
の
表
尺
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の

が
、
音
律
を
規
定
す
る
の
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、「
荻
生
考
（
第
五
七
冊
）」
所
収
「
楽
律
考
」
附
記
「
楽
律
ノ
考
」
で
は
、
本
書
『
楽
律
考
』
に
載
せ
る
「

代
ノ

鐘
六
ツ
」
の
う
ち
、
隋
朝
の
も
の
は

「
隋
ノ
開
皇
ノ

鍾
」
と
「
隋
ノ
萬
寶
常
カ
水
尺
ノ

鍾
」
の
二
種
を
挙
げ
る
（
前
の
注
⑴
参
照
）。
前
者
は
右
記
の

に
、
後
者
が

に
当
た
る
が
、

に
つ
い
て

は
、
本
書
の
後
の
段
落
【
七
】
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
本
段
落
【
六
】
に
見
え
る
こ
の
記
述
（「
隋
承

統
、
因
以
南
呂
爲

鐘
」）
は
、

の
万
宝
常
の

水
尺
に
基
づ
く
音
律
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
実
際
、

の
尺
度
か
ら
算
定
し
た
音
高
は
南
呂
に
当
た
り
、
本
文
の
記
述
と
一
致
す
る
。
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

万
宝
常
の
水
尺
に
つ
い
て
は
、『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」「
審
度
」
に
、「
十
三
、
開
皇
十
年
萬
寶
常

律
呂
水
尺

實
比
晉

尺
一
尺
一
寸
八
分
六

。

今
太

庫

出
銅
律
一
部
、
是
萬
寶
常

、
名
水
尺
律
。

其

鍾
律
當
鐵
尺
南
呂
倍
聲
。
南
呂
、

鍾
羽
也
、
故
謂
之
水
尺
律
。」（
四
〇
八
頁
）
と
見
え

る
。
な
お
、
万
宝
常
と
は
、
隋
の
開
皇
年
間
に
行
わ
れ
た
楽
律
に
つ
い
て
の
議
論
に
参
加
し
た
人
物
で
あ
り
、
同
書
巻
一
四
「
音
楽
志
中
」
に
、「
又

識

人
萬

寶
常
、
修
洛
陽
舊
曲
、
言
幼
學

律
、
師
於

孝

、
知
其
上
代
修

古

。

之
璧

、
殷
之
崇

、
懸
八
用
七
、
盡
依

禮
備
矣
。

謂
正
聲
、
又

之

、
不
可
廢
也
。」（
三
四
七
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、
同
書
巻
七
八
及
び
『
北
史
』
巻
九
〇
に
伝
が
あ
り
、「
萬
寶
常
、
不
知
何
許
人
也
。
父
大

、
從
梁
將
王
琳

于
齊
。
後
復
謀

江
南
、
事
泄
、
伏
誅
。
由
是
寶
常
被
配
爲

、
因
而
妙

鍾
律
、

工
八

。

玉

以

于
齊
。
又
嘗
與
人
方

、
論

聲

。
時
無

、
寶
常
因
取

物
、
以
箸
扣
之
、
品
其
高
下
、
宮

畢
備
、
諧
於
絲
竹
、
大
爲
時
人

賞
。
然

隋
、
俱
不
得

。
開
皇
初
、

國
公
鄭
譯
等
定

、
初
爲

鍾

。
寶
常
雖
爲
伶
人
、
譯
等

召
與
議
、
然
言
多
不
用
。
後
譯

奏
之
、
上
召
寶
常
、
問
其
可
不
、
寶
常
曰
、「
此

國
之

、
豈
陛
下
之

宜

聞
。」
上
不

。
寶
常
因
極
言

聲
哀
怨
淫
放
、
非

正
之

、

以
水
尺
爲
律
、
以

。
上
從
之
。
寶
常
奉
詔
、

、
其
聲
率
下
鄭
譯

二
律
。

…
…
」（『
隋
書
』
一
七
八
三
〜
一
七
八
四
頁
）
と
見
え
る
。
徂
徠
の
『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
の
「
隋
水
尺
」
の
条
で
は
、
前
掲
『
隋
書
』「
律
暦
志
」
を
引
き
、

「
隋
書
律

志
に
曰
は
く
、「
十
三
に
、
開
皇
十
年
、
萬
寶
常
が

る

の
律
呂
水
尺
。
實
に
晉

尺
の
一
尺
一
寸
八
分
六

に
比
す
。
い
ま
大

庫
お
よ
び

よ
り

出
す
銅
律
一
部
、
こ
れ
萬
寶
常
が

る

、
水
尺
律
と
名
づ
く
。

に
「
其
の

鐘
律
、
鐵
尺
の
南
呂
の
倍
聲
に
當
る
。
南
呂
は

鐘
の
羽
な
り
。
故
に
こ
れ
を
水

四
四
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尺
律
と
謂
ふ
」
と

す
。」
按
ず
る
に
こ
れ
萬
寶
常
、
こ
の
尺
を
作
り
、
以
て
律
呂
を
制
す
。
し
か
う
し
て

に
用
ふ
る

な
し
。」（
二
〇
二
頁
）
と
記
す
。
ま
た
、

本
書
『
楽
律
考
』
の
後
半
部
（【
二
五
】）
に
は
、「
隋
萬
寶
常
水
尺

鐘
、
一
尺
零
六
分
七

四
毫
。
折

得
五
寸
三
分
三

七
毫
、
爲
南
呂
也
。」
と
見
え
、
こ
れ

に
対
す
る
蒔
田
雁
門
の
注
に
は
、「
隋
書
律

志
云
、
開
皇
十
年
、
萬
寶
常

律
呂
水
尺
、
實
比
晉

尺
一
尺
一
寸
八
分
六

、
是
也
。
…
…

言
、
隋
承

統
、

因
以
南
呂
爲

鐘
、
是
也
。
…
…
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
基
づ
く
と
、
南
呂
を
黄
鐘
と
し
た
（「
以
南
呂
爲

鐘
」）
と
い
う
本
書
に
お
け
る
徂
徠
の
見
解

が
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。

①
晋
前
尺
（＝
周
・
漢
の
尺
）
に
よ
る
黄
鐘
律
長
九
寸：

隋
の
万
宝
常
の
水
尺
に
よ
る
黄
鐘
律
長＝

一
尺：

一
尺
一
寸
八
分
六

②
隋
の
万
宝
常
の
水
尺
に
よ
る
黄
鐘
律
長＝

0.9×
1.186＝

1.0674＝

一
尺
六
分
七

四
毫

③
一
尺
六
分
七

四
毫
の
律
長
を
一
オ
ク
タ
ー
ブ
上
げ
る
と
（×
1/2＝

0.5337

）、
五
寸
三
分
三

七
毫
と
な
る
。

④
こ
の
律
長
（
五
寸
三
分
三

七
毫
）
は
、
南
呂
（
本
書
『
楽
律
考
』
に
「
五
寸
三
分
五

一
毫
四
絲
」
と
記
す
。
三
分
損
益
律
で
は
五
寸
三
分
三

三
毫
あ
ま

り
）
の
近
似
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
周
・
漢
代
か
ら
の
本
来
の
楽
制
に
お
け
る
南
呂
の
音
高
に
相
当
す
る
。

⑹

皆
以
協
胡

也

「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
周
尺
ノ
考
」
に
、「
北

ハ
夷
狄
ニ
テ
、

律
ノ
濁
ル
ユ
ヘ
、
夷
狄
ノ

律
ニ
合
ス
ヘ
キ
爲
ニ
、
長
キ
尺
ヲ

作
レ
リ
。
十
五
種
ノ
尺
ノ
中
ニ
モ
、
拓
跋
魏
ノ

尺
ハ
、

尺
ニ
二
寸
七

長
シ
。
中
尺
ハ
、
二
寸
一
分
一

長
シ
。
後
尺
ハ
、
二
寸
八
分
一

長
シ
。
東
後
魏
ノ

尺
ハ
、
五
寸
八
毫
長
シ
。
宇
文

ノ
玉
尺
ハ
、
一
寸
五
分
八

長
シ
。
隋
ノ
水
尺
ハ
、
一
寸
八
分
六

長
シ
。
此
六
種
ハ
皆
、
北

ノ
尺
ニ
テ
、
隋
ノ
代
ハ
、
宇
文

ヨ
リ
代
ヲ

キ
、

ハ
、
隋
ヨ
リ
代
ヲ

タ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
元
來
、

律
ノ
替
リ
ヨ
リ
尺
長
ク
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
、

白
ナ
リ
。」
と
見
え
る
（
こ
こ
に
記
す
「
十

五
種
ノ
尺
」
と
は
、『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」「
審
度
」
に
載
せ
る
十
五
等
の
尺
を
指
す
）。

待
続

参
考
文
献

漢
）
孔
安
国
伝
・（
唐
）
孔
穎
達
疏
・
廖
名
春
・
陳
明
整
理
・
呂
紹
綱
審
定
『
尚
書
正
義
』
十
三
経
注
疏
、
二
〇
〇
〇
年
、
北
京
大
学
出
版
社

漢
）
鄭
玄
注
・（
唐
）

公
彦
疏
・
趙
伯
雄
整
理
・
王
文
錦
審
定
『
周
礼
注
疏
』
十
三
経
注
疏
、
二
〇
〇
〇
年
、
北
京
大
学
出
版
社

南
朝
宋
）
劉
義
慶
撰
・
徐
震

著
『
世
説
新
語
校
箋
』
一
九
八
四
年
、
中
華
書
局

梁
）
沈
約
撰
『
宋
書
』
一
九
七
四
年
、
中
華
書
局

四
五
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梁
）
蕭
子
顕
撰
『
南
斉
書
』
一
九
七
二
年
、
中
華
書
局

北
斉
）
魏
収
撰
『
魏
書
』
一
九
七
四
年
、
中
華
書
局

唐
）
李
延
寿
撰
『
南
史
』
一
九
七
五
年
、
中
華
書
局

唐
）
李
延
寿
撰
『
北
史
』
一
九
七
四
年
、
中
華
書
局

唐
）

思
廉
撰
『
梁
書
』
一
九
七
三
年
、
中
華
書
局

唐
）
房
玄

等
撰
『
晋
書
』
一
九
七
四
年
、
中
華
書
局

唐
）
魏
徴
等
撰
『
隋
書
』
一
九
七
三
年
、
中
華
書
局

宋
）
王
応
麟
輯
『
玉
海
』
二
〇
〇
七
年
、
広
陵
書
社

元
）
脱
脱
等
撰
『
宋
史
』
一
九
七
七
年
、
中
華
書
局

江
戸
期
）
狩
谷
棭
斎
著
・
冨
谷
至
校
注
『
本
朝
度
量
権
衡

１
』
東
洋
文
庫
五
三
七
、
一
九
九
一
年
、
平
凡
社

楊
蔭

『
中
国
音
楽
史
綱
』
一
九
五
二
年
、
万
葉
書
店
、（
復
刊
）
一
九
九
六
年
、
楽
韻
出
版
社

林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』
一
九
七
三
年
、
カ
ワ
イ
楽
譜

川
原
秀
城
・
池
田
末
利
「
解
題
・
凡
例
」「
一
、
度
量
衡
考
」（
川
原
秀
城
・
池
田
末
利
編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集
一
三

統
治
論
二
』
一
九
八
七
年
、
み
す
ず
書
房
、
四
四
五
〜
四
五

四
頁
）

児
玉
憲
明
「
荀

と
泰
始
笛
律
｜
｜
何
承
天
と
の
関
係
を
論
じ
て
音
響
学
史
上
の
位
置
づ
け
に
及
ぶ
」
新
潟
大
学
人
文
学
部
『
人
文
科
学
研
究
』
第
六
七
輯
、
一
九
八
五
年
、
一

二
五
〜
一
四
九
頁

児
玉
憲
明
「
宋
書
律
志
訳
注
稿
（
一
）」
新
潟
大
学
人
文
学
部
『
人
文
科
学
研
究
』
第
七
四
輯
、
一
九
八
八
年
、
二
五
〜
四
六
頁

児
玉
憲
明
「
宋
書
律
志
訳
注
稿
（
二
）」
新
潟
大
学
人
文
学
部
『
人
文
科
学
研
究
』
第
七
七
輯
、
一
九
九
〇
年
、
一
〜
二
三
頁

王
子
初
『
荀

笛
律
研
究
』
中
国
伝
統
文
化
研
究
叢
書
、
一
九
九
五
年
、
人
民
音
楽
出
版
社

陳
応
時
『
中
国
楽
律
学
探
微
｜
｜
陳
応
時
音
楽
文
集
』
二
〇
〇
四
年
、
上
海
音
楽
学
院
出
版
社

佐
藤
大
志
・
長
谷
部
剛
・
佐
竹
保
子
・
釜
谷
武
志
「『
隋
書
』
音
楽
志
訳
注
稿
（
一
）」
広
島
中
国
文
学
会
『
中
国
学
研
究
論
集
』
第
一
八
号
、
二
〇
〇
七
年

長
谷
部
剛
・
山
寺
三
知
・
佐
藤
大
志
・
釜
谷
武
志
・
狩
野
雄
「『
隋
書
』
音
楽
志
訳
注
稿
（
四
）」
広
島
中
国
文
学
会
『
中
国
学
研
究
論
集
』
第
二
四
号
、
二
〇
一
〇
年

山
寺
美
紀
子
『
国
宝
『

石
調
幽
蘭
第
五
』
の
研
究
』
二
〇
一
二
年
、
北
海
道
大
学
出
版
会

渡
辺
信
一
郎
『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
｜
｜
日
本
雅
楽
の
源
流
』
二
〇
一
三
年
、
図
書
出
版

文
理
閣

四
六

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
一
巻
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